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７

年

分

申

告

で

ボ

イ

ス

ボ

ッ

ト

を

試

行

導

入

２

面

江

島

長

官

に

新

春

イ

ン

タ

ビ

ュ

ー

３

面

８

年

度

大

綱

の

適

用

時

期

一

覧

４

～

５

面

関

係

民

間

団

体

会

長

の

年

頭

所

感

６

～

７

面

　

自

民

党

、

日

本

維

新

の

会

の

与

党

は

�

月

�

日

、

令

和

８

年

度

与

党

税

制

改

正

大

綱

を

決

定

し

た

。

こ

の

中

で

、

７

年

度

税

制

改

正

か

ら

の

積

み

残

し

の

課

題

と

な

っ

て

い

た

、

い

わ

ゆ

る

「

１

０

３

万

円

の

壁

」

問

題

に

つ

い

て

は

、

物

価

上

昇

に

連

動

し

て

基

礎

控

除

等

を

引

き

上

げ

る

仕

組

み

を

創

設

（

�

月

�

日

号

１

面

参

照

）

す

る

と

と

も

に

、

同

大

綱

の

決

定

前

日

で

あ

る

�

月

�

日

に

与

党

と

国

民

民

主

党

、

公

明

党

と

の

間

で

合

意

し

た

内

容

を

踏

ま

え

て

、

給

与

収

入

で

６

６

５

万

円

以

下

の

人

を

対

象

に

基

礎

控

除

と

給

与

所

得

控

除

を

追

加

で

引

き

上

げ

、

所

得

税

の

課

税

最

低

限

を

給

与

収

入

で

１

７

８

万

円

と

す

る

こ

と

で

決

着

し

た

。

８

年

分

か

ら

適

用

す

る

。

年収（給与収入）階級別の減税額

年収階級

８年分から

（案）

７年分から

との合計額

２００万円 ０．４万円 ２．７万円

３００万円 ０．８万円 ２．８万円

４００万円 ０．８万円 ２．８万円

５００万円 ２．７万円 ４．７万円

６００万円 ３．６万円 ５．６万円

８００万円 ０．８万円 ３．８万円

１０００万円 ０．８万円 ２．８万円

１５００万円 １．３万円 ４．６万円

　

基

礎

控

除

、

給

与

所

得

控

除

の

引

上

げ

の

内

容

は

図

の

と

お

り

。

　

所

得

税

で

は

、

令

和

５

年

�

月

か

ら

７

年

�

月

ま

で

の

２

年

間

の

消

費

者

物

価

指

数

（

総

合

）

の

上

昇

率

６

％

を

踏

ま

え

て

、

基

礎

控

除

の

本

則

部

分

の

改

正

に

よ

っ

て

合

計

所

得

金

額

が

２

３

５

０

万

円

（

給

与

収

入

で

２

５

４

５

万

円

）

以

下

の

人

の

基

礎

控

除

を

４

万

円

引

上

げ

、

現

行

の

�

万

円

を

�

万

円

と

す

る

。

合

計

所

得

金

額

が

２

３

５

０

万

円

超

の

人

に

変

更

は

な

い

。

ま

た

、

給

与

所

得

控

除

の

最

低

保

障

額

も

同

じ

く

４

万

円

引

上

げ

、

�

万

円

と

す

る

。

　

次

に

合

計

所

得

金

額

４

８

９

万

円

（

給

与

収

入

で

６

６

５

万

円

）

以

下

の

人

を

対

象

に

、

７

年

度

税

制

改

正

で

創

設

さ

れ

た

基

礎

控

除

の

特

例

に

よ

る

基

礎

控

除

の

加

算

額

を

給

与

収

入

２

０

０

万

円

以

下

の

人

（

現

行

�

万

円

）

で

５

万

円

、

同

２

０

０

万

円

超

４

７

５

万

円

以

下

の

人

（

現

行

�

万

円

）

で

�

万

円

、

同

４

７

５

万

円

超

６

６

５

万

円

以

下

の

人

（

現

行

�

万

円

）

で

�

万

円

そ

れ

ぞ

れ

上

乗

せ

し

、

同

６

６

５

万

円

以

下

の

人

は

同

加

算

を

等

し

く

�

万

円

と

す

る

。

同

特

例

に

よ

る

加

算

は

同

６

６

５

万

円

超

８

５

０

万

円

以

下

の

人

に

対

し

て

も

現

行

５

万

円

が

適

用

さ

れ

て

い

る

が

、

こ

の

区

分

の

人

は

加

算

額

に

変

更

は

な

い

。

　

さ

ら

に

、

給

与

所

得

控

除

の

最

低

保

障

額

の

特

例

を

創

設

し

、

給

与

所

得

控

除

の

最

低

保

障

額

を

５

万

円

引

き

上

げ

る

。

　

こ

れ

ら

に

よ

っ

て

、

所

得

税

の

課

税

最

低

限

は

１

７

８

万

円

と

な

る

。

８

年

分

の

所

得

税

か

ら

適

用

す

る

が

、

８

年

分

所

得

へ

の

適

用

は

源

泉

徴

収

者

等

の

事

務

負

担

に

配

慮

し

、

年

末

調

整

か

ら

と

す

る

。

　

特

例

部

分

の

引

上

げ

は

物

価

高

で

厳

し

い

状

況

に

あ

る

中

低

所

得

者

に

配

慮

し

た

も

の

等

で

あ

り

、

基

本

的

に

時

限

措

置

と

な

っ

て

い

る

。

た

だ

、

生

活

保

護

基

準

額

が

１

７

８

万

円

に

達

す

る

ま

で

は

課

税

最

低

限

１

７

８

万

円

を

維

持

し

つ

つ

、

物

価

連

動

に

よ

る

基

礎

控

除

の

本

則

部

分

と

給

与

所

得

控

除

の

最

低

保

障

額

の

引

上

げ

に

応

じ

て

、

同

額

を

特

例

措

置

か

ら

そ

れ

ぞ

れ

振

り

替

え

て

い

く

と

し

て

い

る

。

　

基

礎

控

除

、

給

与

所

得

控

除

の

引

上

げ

に

よ

る

単

身

世

帯

で

の

年

収

（

給

与

収

入

）

階

級

別

の

所

得

税

の

８

年

分

か

ら

の

減

税

額

と

、

７

年

分

か

ら

の

減

税

額

と

の

合

計

額

は

表

の

と

お

り

。

　

８

年

分

か

ら

の

減

税

額

は

年

収

６

０

０

万

円

で

最

大

と

な

る

が

、

６

６

５

万

円

を

超

え

る

と

、

改

正

に

よ

る

基

礎

控

除

の

加

算

額

の

上

乗

せ

が

受

け

ら

れ

な

い

の

で

減

税

額

は

減

る

。

　

一

方

、

個

人

住

民

税

は

給

与

所

得

控

除

の

最

低

保

障

額

を

恒

久

的

な

措

置

と

し

て

現

行

の

�

万

円

か

ら

�

万

円

に

引

き

上

げ

る

と

と

も

に

、

給

与

所

得

控

除

の

最

低

保

障

額

を

時

限

的

に

追

加

で

５

万

円

引

き

上

げ

る

。

こ

れ

に

よ

り

、

住

民

税

（

所

得

割

）

の

非

課

税

限

度

額

は

現

行

の

１

１

０

万

円

か

ら

�

万

円

引

き

上

げ

ら

れ

、

１

１

９

万

円

と

な

る

。

　

基

礎

控

除

の

引

上

げ

等

に

伴

い

、

同

一

生

計

配

偶

者

お

よ

び

扶

養

親

族

の

合

計

所

得

金

額

要

件

、

ひ

と

り

親

の

生

計

を

一

に

す

る

子

の

総

所

得

金

額

等

の

合

計

額

の

要

件

、

勤

労

学

生

の

合

計

所

得

金

額

要

件

、

家

内

労

働

者

等

の

事

業

所

得

等

の

所

得

計

算

の

特

例

に

つ

い

て

必

要

経

費

に

算

入

す

る

金

額

の

最

低

保

障

額

も

そ

れ

ぞ

れ

４

万

円

引

き

上

げ

る

。

　

政

府

は

大

綱

の

内

容

を

反

映

し

た

税

制

改

正

法

案

を

通

常

国

会

に

提

出

し

、

年

度

内

成

立

を

目

指

す

。

令

和

　

年

　

月

　

日
８ １ ５

第３６８１号
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与

党

の

令

和

８

年

度

税

制

改

正

大

綱

の

「

基

本

的

考

え

方

」

の

文

言

は

、

こ

こ

数

年

の

大

綱

の

も

の

と

は

趣

が

異

な

る

よ

う

に

見

え

る

。

自

由

民

主

党

と

日

本

維

新

の

会

に

よ

る

連

立

に

係

る

記

述

か

ら

始

ま

り

、

自

民

税

調

が

新

た

な

体

制

に

な

っ

た

こ

と

、

維

新

の

会

も

税

調

を

立

ち

上

げ

た

こ

と

に

言

及

す

る

★

そ

し

て

、

「

強

い

経

済

」

「

世

界

で

輝

く

日

本

」

の

実

現

を

掲

げ

、

バ

ブ

ル

崩

壊

後

の

デ

フ

レ

、

そ

の

後

の

経

済

対

策

に

触

れ

、

近

年

の

物

価

上

昇

が

国

民

生

活

に

影

響

を

及

ぼ

し

て

い

る

状

況

を

指

摘

、

そ

れ

ら

を

受

け

、

８

年

度

税

制

改

正

は

、

「

大

き

な

歩

み

を

踏

み

出

し

た

」

と

し

て

い

る

★

確

か

に

、

物

価

上

昇

に

連

動

し

て

基

礎

控

除

等

を

引

き

上

げ

る

仕

組

み

を

作

っ

た

こ

と

な

ど

は

大

き

い

こ

と

か

も

し

れ

な

い

。

「

考

え

方

」

の

最

後

に

は

、

「

連

綿

不

断

の

改

革

と

検

証

を

行

っ

て

い

く

」

と

も

あ

る

。

そ

れ

な

ら

ば

新

し

い

体

制

に

期

待

し

た

い

。

（

Ｙ

）

　

国

税

庁

は

、

２

月

�

日

か

ら

ス

タ

ー

ト

す

る

令

和

７

年

分

所

得

税

等

の

確

定

申

告

に

当

た

り

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

利

用

と

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

使

う

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

の

利

用

を

呼

び

掛

け

て

い

る

。

１

月

以

降

、

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

の

対

象

に

、

「

生

命

保

険

契

約

等

の

一

時

金

・

年

金

」

「

損

害

保

険

契

約

等

の

満

期

返

戻

金

等

・

年

金

」

「

ふ

る

さ

と

納

税

以

外

の

一

部

の

寄

附

金

（

国

連

Ｕ

Ｎ

Ｈ

Ｃ

Ｒ

協

会

、

国

境

な

き

医

師

団

日

本

、

日

本

ユ

ニ

セ

フ

協

会

）

」

も

追

加

さ

れ

る

。

　

国

税

庁

は

�

月

�

日

、

令

和

６

年

分

の

相

続

税

の

申

告

事

績

を

公

表

し

た

。

　

６

年

分

は

、

６

年

１

月

１

日

か

ら

６

年

�

月

�

日

ま

で

に

亡

く

な

っ

た

人

で

、

７

年

�

月

�

日

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

申

告

書

が

対

象

。

６

年

中

に

亡

く

な

っ

た

被

相

続

人

数

は

、

前

年

分

比

１

・

９

％

増

の

１

６

０

万

５

３

７

８

人

、

こ

の

う

ち

相

続

税

額

の

あ

る

申

告

書

を

提

出

し

た

被

相

続

人

数

は

、

同

７

・

１

％

増

の

�

万

６

７

３

０

人

で

い

ず

れ

も

過

去

最

多

だ

っ

た

。

　

課

税

割

合

は

、

高

齢

者

の

保

有

資

産

の

増

加

や

地

価

上

昇

、

株

価

が

高

値

で

推

移

し

て

い

る

こ

と

な

ど

を

背

景

に

、

同

０

・

５

㌽

増

の

�

・

４

％

で

過

去

最

高

だ

っ

た

。

　

課

税

価

格

も

同

８

・

１

％

増

の

�

兆

３

８

４

６

億

円

、

申

告

税

額

は

同

８

・

０

％

増

の

３

兆

２

４

４

６

億

円

と

、

い

ず

れ

も

基

礎

控

除

額

の

引

下

げ

が

あ

っ

た

平

成

�

年

分

以

降

で

最

高

と

な

っ

て

い

る

。

　

な

お

、

被

相

続

人

１

人

当

た

り

の

課

税

価

格

は

、

同

１

・

０

％

増

の

１

億

４

０

２

５

万

円

と

過

去

�

年

間

で

２

番

目

に

多

く

、

被

相

続

人

１

人

当

た

り

の

申

告

税

額

は

、

同

０

・

８

％

増

の

１

９

４

６

万

円

と

過

去

�

年

間

で

最

高

だ

っ

た

。

　

６

年

分

に

事

業

承

継

税

制

の

株

式

等

納

税

猶

予

の

適

用

を

受

け

た

人

数

は

、

一

般

措

置

が

�

人

（

前

年

分

�

人

）

、

納

税

猶

予

税

額

は

�

億

９

４

０

０

万

円

（

同

�

億

６

６

０

０

円

）

で

、

特

例

措

置

が

４

４

８

人

（

同

４

５

３

人

）

で

、

納

税

猶

予

税

額

は

６

８

９

億

９

８

０

０

万

円

（

同

４

０

２

億

５

５

０

０

万

円

）

だ

っ

た

。

ま

た

、

農

地

の

納

税

猶

予

の

適

用

を

受

け

た

人

数

は

、

１

０

９

８

人

（

同

１

０

７

８

人

）

で

、

納

税

猶

予

税

額

は

４

５

１

億

３

７

０

０

万

円

（

４

４

５

億

４

２

０

０

万

円

）

、

医

業

継

続

に

係

る

納

税

猶

予

の

適

用

を

受

け

た

人

数

は

�

人

（

同

�

人

）

で

、

納

税

猶

予

税

額

は

５

億

７

２

０

０

万

円

（

同

�

億

８

６

０

０

万

円

）

だ

っ

た

。

　

ま

た

、

６

事

務

年

度

の

財

産

評

価

基

本

通

達

６

項

の

適

用

件

数

は

、

不

動

産

の

２

件

（

同

�

件

）

と

な

っ

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

�

月

�

日

、

輸

出

物

品

販

売

場

制

度

に

関

す

る

Ｑ

＆

Ａ

（

リ

フ

ァ

ン

ド

方

式

・

概

要

編

）

を

改

訂

し

た

。

新

た

に

�

問

が

追

加

さ

れ

、

�

問

が

改

訂

さ

れ

て

い

る

。

ま

た

、

リ

フ

ァ

ン

ド

方

式

の

パ

ン

フ

レ

ッ

ト

も

公

表

さ

れ

て

い

る

。

　

同

制

度

は

、

令

和

８

年

�

月

１

日

か

ら

リ

フ

ァ

ン

ド

方

式

に

移

行

す

る

。

輸

出

物

品

販

売

場

に

お

い

て

税

込

価

格

（

課

税

）

で

行

っ

た

免

税

対

象

物

品

の

譲

渡

（

販

売

）

に

つ

い

て

、

外

国

人

旅

行

者

等

の

出

国

時

に

そ

の

免

税

対

象

物

品

を

持

ち

出

す

（

輸

出

す

る

）

こ

と

が

確

認

さ

れ

た

場

合

に

免

税

販

売

が

成

立

す

る

制

度

と

さ

れ

、

こ

の

確

認

後

に

輸

出

物

品

販

売

場

を

経

営

す

る

事

業

者

か

ら

外

国

人

旅

行

者

等

に

消

費

税

相

当

額

を

返

金

す

る

こ

と

に

な

る

。

　

Ｑ

＆

Ａ

の

改

訂

で

は

、

例

え

ば

、

免

税

対

象

物

品

を

販

売

し

た

課

税

期

間

後

に

税

関

確

認

情

報

を

保

存

し

た

場

合

の

処

理

に

お

い

て

、

消

費

税

申

告

に

お

け

る

振

替

処

理

の

事

例

が

追

加

等

さ

れ

て

い

る

。

　

ス

マ

ホ

の

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

利

用

す

る

こ

と

で

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

ス

マ

ホ

で

読

み

取

ら

な

く

て

も

申

告

書

の

作

成

と

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

送

信

が

で

き

る

が

、

７

年

分

の

確

定

申

告

か

ら

ｉ

Ｐ

ｈ

ｏ

ｎ

ｅ

の

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

で

も

対

応

可

能

と

な

っ

た

（

Ａ

ｎ

ｄ

ｒ

ｏ

ｉ

ｄ

は

す

で

に

利

用

可

能

）

。

な

お

、

７

年

度

は

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

と

電

子

証

明

書

で

多

数

の

更

新

が

見

込

ま

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

同

庁

は

、

そ

の

有

効

期

限

に

注

意

す

る

よ

う

周

知

を

図

っ

て

い

る

。

有

効

期

限

を

過

ぎ

た

場

合

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

利

用

し

た

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

よ

る

申

告

手

続

等

が

で

き

な

い

。

　

こ

の

ほ

か

、

同

庁

で

は

申

告

書

作

成

の

た

め

の

情

報

提

供

の

拡

充

と

し

て

、

「

確

定

申

告

電

話

相

談

稼

働

時

間

外

用

ボ

イ

ス

ボ

ッ

ト

」

を

、

５

日

か

ら

３

月

�

日

ま

で

試

行

的

に

導

入

す

る

。

　

こ

れ

に

よ

り

、

税

務

署

お

よ

び

確

定

申

告

電

話

相

談

セ

ン

タ

ー

の

稼

働

時

間

外

（

平

日

夜

間

お

よ

び

土

・

日

・

祝

日

）

で

も

、

電

話

で

の

確

定

申

告

に

関

す

る

相

談

が

可

能

と

な

る

。

確

定

申

告

電

話

セ

ン

タ

ー

で

は

、

平

日

８

時

�

分

か

ら

�

時

ま

で

オ

ペ

レ

ー

タ

ー

が

対

応

す

る

が

、

そ

れ

以

外

の

時

間

は

ボ

イ

ス

ボ

ッ

ト

が

、

相

談

の

内

容

に

応

じ

て

音

声

に

よ

る

回

答

を

す

る

。

ま

た

、

相

談

内

容

に

対

応

す

る

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

の

Ｆ

Ａ

Ｑ

ペ

ー

ジ

等

の

Ｕ

Ｒ

Ｌ

リ

ン

ク

を

、

納

税

者

の

携

帯

電

話

番

号

宛

て

に

Ｓ

Ｍ

Ｓ

で

送

信

す

る

方

法

に

よ

り

回

答

し

て

く

れ

る

。

　

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

の

チ

ャ

ッ

ト

ボ

ッ

ト

（

税

務

職

員

ふ

た

ば

）

で

は

、

所

得

税

、

消

費

税

の

ほ

か

、

７

年

分

か

ら

贈

与

税

に

つ

い

て

の

相

談

も

新

た

に

対

応

可

能

と

な

っ

た

。

　

７

年

分

の

所

得

税

等

確

定

申

告

の

改

正

点

と

し

て

は

、

基

礎

控

除

及

び

給

与

所

得

控

除

が

変

わ

る

た

め

注

意

が

必

要

だ

。

「

確

定

申

告

書

等

作

成

コ

ー

ナ

ー

」

を

利

用

す

れ

ば

、

各

控

除

金

額

を

自

動

で

計

算

し

て

く

れ

る

こ

と

か

ら

、

記

載

漏

れ

や

計

算

誤

り

な

く

申

告

書

を

作

成

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

　

ま

た

、

５

年

度

税

制

改

正

に

伴

い

７

年

分

所

得

税

か

ら

、

お

お

む

ね

平

均

的

な

水

準

と

し

て

�

億

円

を

超

え

る

高

い

所

得

を

対

象

と

し

た

極

め

て

高

い

水

準

の

所

得

に

対

す

る

負

担

の

適

正

化

措

置

が

設

け

ら

れ

た

。

確

定

申

告

の

手

続

き

が

必

要

か

ど

う

か

分

か

ら

な

い

場

合

は

、

自

分

で

適

用

の

有

無

が

確

認

で

き

る

フ

ロ

ー

チ

ャ

ー

ト

が

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

令

和

８

年

分

確

定

申

告

（

９

年

２

月

�

日

か

ら

３

月

�

日

ま

で

）

か

ら

、

確

定

申

告

会

場

に

お

け

る

休

日

の

相

談

対

応

（

閉

庁

日

対

応

）

を

実

施

し

な

い

予

定

で

あ

る

こ

と

を

公

表

し

た

。

　

こ

れ

は

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

利

用

者

の

増

加

に

よ

り

、

閉

庁

日

の

来

場

者

が

減

少

傾

向

に

あ

る

こ

と

を

踏

ま

え

た

も

の

。

　

７

年

分

確

定

申

告

は

３

月

１

日

の

日

曜

日

に

、

一

部

の

会

場

で

閉

庁

日

対

応

を

実

施

し

、

確

定

申

告

の

相

談

及

び

申

告

の

受

付

を

行

う

。

詳

細

は

、

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

し

て

い

る

。

　

同

庁

で

は

こ

れ

ま

で

、

平

成

�

年

分

の

確

定

申

告

か

ら

導

入

し

た

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

利

用

拡

大

に

向

け

、

「

確

定

申

告

書

等

作

成

コ

ー

ナ

ー

」

な

ど

の

申

告

書

等

作

成

ツ

ー

ル

の

導

入

や

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

を

利

用

し

た

申

告

に

必

要

な

情

報

の

自

動

入

力

な

ど

、

よ

り

簡

単

に

申

告

手

続

き

が

可

能

と

な

る

よ

う

機

能

改

善

を

進

め

て

き

た

ほ

か

、

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

チ

ャ

ッ

ト

ボ

ッ

ト

を

搭

載

す

る

な

ど

、

申

告

に

必

要

な

情

報

へ

の

ア

ク

セ

ス

を

改

善

し

、

自

宅

か

ら

申

告

を

行

う

た

め

の

環

境

整

備

を

図

っ

て

き

た

。

　

こ

う

し

た

取

組

み

に

よ

り

、

令

和

６

年

分

の

確

定

申

告

で

は

約

４

人

に

３

人

が

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

申

告

を

行

い

、

閉

庁

日

に

確

定

申

告

会

場

で

申

告

し

た

納

税

者

は

６

万

人

と

、

ピ

ー

ク

時

の

平

成

�

年

分

の

�

万

人

の

約

３

割

に

ま

で

減

少

し

て

い

る

こ

と

な

ど

か

ら

、

８

年

分

か

ら

は

、

閉

庁

日

対

応

を

行

わ

な

い

こ

と

と

し

た

。

　

今

後

に

つ

い

て

同

庁

は

、

「

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

、

チ

ャ

ッ

ト

ボ

ッ

ト

や

電

話

相

談

な

ど

、

ご

自

宅

か

ら

よ

り

便

利

に

申

告

い

た

だ

け

る

方

法

の

拡

充

を

進

め

て

い

く

」

と

説

明

し

て

い

る

。

　

訂

正

　

�

月

�

日

号

の

極

め

て

高

い

水

準

の

所

得

に

対

す

る

負

担

の

適

正

化

措

置

の

記

事

の

中

で

、

「

③

通

常

の

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

③

通

常

の

所

得

税

額

」

の

誤

り

で

し

た

。

お

詫

び

し

て

訂

正

し

ま

す

。

（２）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　

江

島

一

彦

国

税

庁

長

官

は

こ

の

ほ

ど

、

国

税

庁

潮

見

坂

ク

ラ

ブ

の

新

春

イ

ン

タ

ビ

ュ

ー

に

応

じ

た

＝

写

真

。

江

島

長

官

は

、

令

和

７

年

分

の

確

定

申

告

に

お

け

る

対

応

や

、

８

事

務

年

度

か

ら

導

入

さ

れ

る

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

及

び

Ｇ

Ｓ

Ｓ

環

境

へ

の

移

行

に

よ

る

納

税

者

の

影

響

な

ど

に

つ

い

て

語

っ

た

（

電

子

版

に

全

文

を

掲

載

し

て

お

り

ま

す

）

。

　

―

―

新

年

を

迎

え

て

の

抱

負

　

令

和

８

年

の

年

頭

に

当

た

り

、

謹

ん

で

新

年

の

御

挨

拶

を

申

し

上

げ

ま

す

。

　

本

年

は

、

税

務

行

政

の

Ｄ

Ｘ

に

大

き

く

寄

与

し

ま

す

Ｇ

Ｓ

Ｓ

環

境

の

全

国

拡

大

や

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

の

導

入

を

予

定

し

て

お

り

ま

し

て

、

国

税

庁

に

お

い

て

は

大

き

な

変

革

を

迎

え

る

年

と

な

り

ま

す

の

で

、

こ

れ

ら

の

円

滑

な

導

入

の

た

め

に

事

前

準

備

を

し

っ

か

り

進

め

て

ま

い

り

ま

す

。

　

ま

た

、

引

き

続

き

、

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

に

よ

る

「

書

か

な

い

確

定

申

告

」

の

拡

充

等

を

通

じ

て

、

さ

ら

な

る

納

税

者

利

便

の

向

上

に

努

め

、

納

付

手

続

き

に

お

い

て

も

、

納

税

者

、

金

融

機

関

、

官

公

庁

の

い

ず

れ

に

も

メ

リ

ッ

ト

が

あ

る

非

対

面

・

非

書

面

・

非

現

金

に

よ

る

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

用

拡

大

に

向

け

て

、

金

融

機

関

や

関

係

団

体

な

ど

の

関

係

者

と

連

携

・

協

調

し

な

が

ら

、

積

極

的

に

取

り

組

ん

で

ま

い

り

ま

す

。

　

―

―

令

和

７

年

分

の

確

定

申

告

の

対

応

に

つ

い

て

　

令

和

７

年

分

の

確

定

申

告

で

は

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

利

便

性

の

向

上

を

図

り

つ

つ

、

「

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

利

用

し

た

ご

自

宅

か

ら

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

」

利

用

の

拡

大

に

取

り

組

ん

で

い

る

と

こ

ろ

で

す

。

具

体

的

に

は

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

お

け

る

「

ｉ

Ｐ

ｈ

ｏ

ｎ

ｅ

の

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

」

へ

の

対

応

で

す

。

　

こ

れ

ま

で

利

用

可

能

だ

っ

た

Ａ

ｎ

ｄ

ｒ

ｏ

ｉ

ｄ

端

末

に

加

え

、

ｉ

Ｐ

ｈ

ｏ

ｎ

ｅ

端

末

で

も

端

末

内

の

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

利

用

す

る

こ

と

で

、

実

物

の

カ

ー

ド

を

ス

マ

ー

ト

フ

ォ

ン

に

か

ざ

す

こ

と

な

く

、

申

告

書

の

作

成

と

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

の

送

信

が

可

能

と

な

り

ま

し

た

。

　

ま

た

、

７

年

分

か

ら

は

、

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

の

対

象

範

囲

を

、

「

生

命

保

険

契

約

等

の

一

時

金

・

年

金

」

、

「

損

害

保

険

契

約

等

の

満

期

返

戻

金

等

・

年

金

」

、

「

ふ

る

さ

と

納

税

以

外

の

一

部

の

寄

附

金

」

に

も

対

象

の

拡

大

を

行

っ

て

い

ま

す

。

　

な

お

、

７

年

度

は

、

多

数

の

方

が

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

及

び

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

に

搭

載

さ

れ

て

い

る

電

子

証

明

書

の

有

効

期

限

を

迎

え

ま

す

。

我

々

と

し

て

は

、

確

定

申

告

期

に

円

滑

な

申

告

が

可

能

と

な

る

よ

う

に

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

等

の

早

期

の

更

新

手

続

を

呼

び

掛

け

る

な

ど

、

関

係

省

庁

と

連

携

し

て

広

く

周

知

・

広

報

に

取

り

組

ん

で

ま

い

り

ま

し

た

。

有

効

期

限

を

迎

え

る

方

は

、

早

め

の

更

新

手

続

を

ぜ

ひ

お

願

い

い

た

し

ま

す

。

　

―

―

今

年

か

ら

導

入

さ

れ

る

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

及

び

Ｇ

Ｓ

Ｓ

環

境

へ

の

移

行

に

つ

い

て　

国

税

庁

で

は

、

さ

ら

な

る

事

務

の

効

率

化

、

高

度

化

を

図

る

た

め

、

そ

の

重

要

な

イ

ン

フ

ラ

と

な

る

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

、

Ｇ

Ｓ

Ｓ

を

導

入

す

る

こ

と

と

し

て

い

ま

す

。

　

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

は

、

国

税

庁

の

新

た

な

基

幹

シ

ス

テ

ム

で

、

シ

ス

テ

ム

か

ら

紙

で

の

出

力

は

せ

ず

に

、

端

末

上

で

事

務

処

理

を

行

う

こ

と

が

可

能

と

な

る

ほ

か

、

現

在

、

所

得

税

・

法

人

税

等

の

税

目

別

や

課

税

、

債

権

管

理

等

の

事

務

系

統

別

と

な

っ

て

い

る

デ

ー

タ

ベ

ー

ス

・

ア

プ

リ

ケ

ー

シ

ョ

ン

の

統

合

等

、

税

務

行

政

の

Ｄ

Ｘ

推

進

の

基

盤

と

な

る

も

の

で

す

。

　

ま

た

、

Ｇ

Ｓ

Ｓ

は

、

生

産

性

や

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

の

向

上

を

目

的

と

し

て

構

築

さ

れ

た

政

府

共

通

の

業

務

実

施

環

境

で

、

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

の

接

続

に

よ

る

外

部

デ

ー

タ

の

取

り

込

み

や

業

務

に

お

い

て

新

た

な

ア

プ

リ

ケ

ー

シ

ョ

ン

が

利

用

可

能

と

な

る

な

ど

、

従

来

か

ら

の

職

場

環

境

が

抜

本

的

に

変

化

す

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。

　

移

行

後

は

、

例

え

ば

、

こ

れ

ま

で

納

税

者

の

方

と

書

面

で

や

り

取

り

を

し

て

い

た

文

書

に

つ

い

て

、

今

後

は

デ

ー

タ

で

の

や

り

取

り

が

可

能

と

な

る

ほ

か

、

税

務

調

査

等

の

場

面

に

お

い

て

、

Ｗ

ｅ

ｂ

会

議

シ

ス

テ

ム

を

利

用

し

た

オ

ン

ラ

イ

ン

で

の

概

況

聴

取

の

実

施

が

で

き

る

な

ど

、

よ

り

納

税

者

目

線

に

立

っ

た

効

率

的

な

税

務

調

査

等

が

可

能

と

な

り

ま

す

。

　

ま

た

、

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

で

事

務

系

統

横

断

的

に

統

合

さ

れ

た

幅

広

い

デ

ー

タ

に

つ

い

て

、

Ａ

Ｉ

も

活

用

し

な

が

ら

分

析

・

判

定

を

行

う

な

ど

に

よ

っ

て

、

申

告

漏

れ

の

可

能

性

が

高

い

納

税

者

を

的

確

か

つ

効

果

的

に

抽

出

す

る

こ

と

も

可

能

と

な

り

ま

す

。

　

国

税

庁

と

し

て

は

、

新

た

に

刷

新

す

る

こ

れ

ら

の

環

境

を

最

大

限

活

用

し

て

、

税

務

行

政

の

Ｄ

Ｘ

を

よ

り

一

層

推

進

す

る

こ

と

で

、

「

納

税

者

の

利

便

性

の

向

上

」

や

、

「

調

査

・

徴

収

事

務

の

効

率

化

・

高

度

化

」

を

実

現

し

て

ま

い

り

た

い

と

思

っ

て

い

ま

す

。

　

令

和

８

年

の

年

頭

に

当

た

り

、

謹

ん

で

新

年

の

御

挨

拶

を

申

し

上

げ

ま

す

。

　

国

税

不

服

審

判

所

は

、

国

税

に

関

す

る

法

律

に

基

づ

く

処

分

に

つ

い

て

の

審

査

請

求

に

対

す

る

裁

決

を

行

う

機

関

で

あ

り

、

「

税

務

行

政

部

内

に

お

け

る

公

正

な

第

三

者

的

機

関

と

し

て

、

適

正

か

つ

迅

速

な

事

件

処

理

を

通

じ

て

、

納

税

者

の

正

当

な

権

利

利

益

の

救

済

を

図

る

と

と

も

に

、

税

務

行

政

の

適

正

な

運

営

の

確

保

に

資

す

る

」

こ

と

を

使

命

と

し

て

い

ま

す

。

　

こ

の

使

命

を

果

た

す

た

め

、

審

判

所

で

は

、

「

争

点

主

義

的

運

営

」

、

「

合

議

の

充

実

」

及

び

「

納

得

の

得

ら

れ

る

裁

決

書

の

作

成

」

の

３

点

を

事

務

運

営

の

基

本

方

針

と

し

、

具

体

的

目

標

と

し

て

「

適

正

な

事

件

処

理

」

、

「

迅

速

な

事

件

処

理

」

、

「

審

判

の

透

明

性

の

確

保

」

、

「

裁

決

の

質

的

向

上

」

及

び

「

簡

潔

、

明

瞭

な

裁

決

書

の

作

成

」

と

い

う

５

項

目

を

掲

げ

、

こ

れ

ら

の

目

標

の

達

成

に

向

け

て

積

極

的

に

取

り

組

ん

で

ま

い

り

ま

し

た

。

　

経

済

社

会

が

グ

ロ

ー

バ

ル

化

・

デ

ジ

タ

ル

化

に

よ

り

、

大

き

く

構

造

転

換

し

て

い

る

中

、

審

判

所

が

そ

の

使

命

を

引

き

続

き

果

た

し

て

い

く

た

め

に

は

、

単

に

従

来

の

業

務

の

や

り

方

を

踏

襲

す

る

の

で

は

な

く

、

社

会

や

環

境

の

変

化

に

応

じ

た

適

正

で

合

理

的

な

運

用

と

な

っ

て

い

る

か

を

常

に

見

つ

め

直

し

て

い

く

こ

と

が

重

要

で

あ

る

と

考

え

て

い

ま

す

。

審

判

所

に

対

し

て

国

民

の

皆

様

か

ら

よ

り

一

層

の

信

頼

と

評

価

が

得

ら

れ

る

よ

う

、

今

後

も

不

断

の

努

力

と

工

夫

を

積

み

重

ね

て

ま

い

り

ま

す

。

　

ま

た

、

審

判

所

で

は

、

事

件

を

担

当

す

る

国

税

審

判

官

の

半

数

程

度

を

弁

護

士

や

税

理

士

、

公

認

会

計

士

な

ど

の

職

に

あ

っ

た

民

間

専

門

家

で

構

成

し

て

い

ま

す

。

多

様

な

人

材

で

構

成

さ

れ

た

組

織

で

あ

る

と

い

う

審

判

所

の

特

性

を

最

大

限

に

活

か

し

て

、

幅

広

い

視

点

や

多

角

的

な

観

点

か

ら

議

論

を

尽

く

す

な

ど

、

充

実

し

た

審

理

を

行

う

と

と

も

に

、

裁

決

を

す

る

ま

で

に

通

常

要

す

べ

き

標

準

的

な

期

間

を

１

年

と

定

め

て

計

画

的

に

調

査

・

審

理

を

進

め

、

迅

速

な

事

件

処

理

に

取

り

組

ん

で

ま

い

り

ま

す

。

　

審

判

所

が

適

正

か

つ

迅

速

な

裁

決

を

実

現

す

る

た

め

に

は

、

審

査

請

求

人

及

び

原

処

分

庁

そ

れ

ぞ

れ

が

自

ら

の

主

張

を

明

確

に

し

、

そ

れ

を

裏

付

け

る

証

拠

書

類

等

を

早

期

か

つ

積

極

的

に

提

出

し

て

い

た

だ

く

こ

と

が

重

要

で

す

。

主

張

書

面

や

証

拠

書

類

等

を

は

じ

め

、

審

査

請

求

手

続

に

係

る

申

請

書

や

届

出

書

は

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

を

利

用

し

て

提

出

す

る

こ

と

も

可

能

と

な

っ

て

お

り

ま

す

の

で

、

審

査

請

求

手

続

が

円

滑

に

進

む

よ

う

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

も

御

活

用

い

た

だ

く

な

ど

、

引

き

続

き

、

御

理

解

と

御

協

力

を

お

願

い

い

た

し

ま

す

。

　

最

後

に

、

審

判

所

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

は

、

審

査

請

求

制

度

の

概

要

等

を

ま

と

め

た

パ

ン

フ

レ

ッ

ト

や

審

査

請

求

手

続

の

流

れ

を

分

か

り

や

す

く

紹

介

し

た

動

画

を

掲

載

し

て

い

る

ほ

か

、

先

例

と

な

る

よ

う

な

裁

決

事

例

に

つ

い

て

、

お

お

む

ね

四

半

期

ご

と

に

、

参

考

裁

判

例

な

ど

を

付

記

し

、

公

表

し

て

い

ま

す

の

で

、

御

活

用

く

だ

さ

い

。

　

本

年

が

、

皆

様

に

と

っ

て

、

幸

多

き

年

で

あ

り

ま

す

よ

う

お

祈

り

申

し

上

げ

ま

し

て

、

新

年

の

御

挨

拶

と

い

た

し

ま

す

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



令和８年度与党税制改正大綱の主な内容と適用時期等

改正項目 概要 適用時期等

個

人

所

得

課

税

物価上昇局面における基

礎控除等の対応

①基礎控除の本則については現行�万円を�万円に、給与所得控除の最低保障額につ

いては現行�万円を�万円にそれぞれ引き上げる。個人住民税については、令和８年

度税制改正においては、給与所得控除の見直しについて対応する。

②基礎控除の本則部分については、見直し前の控除額に、税制改正時における直近２

年間の消費者物価指数（総合）の上昇率を乗ずることで調整する。給与所得控除の最

低保障額についても、基礎控除の本則と同様の措置を講ずる。

③基礎控除の特例のうち現行�万円を５万円引き上げるとともに、対象者も給与収入

２００万円相当までから４７５万円相当までに拡大する。給与所得控除の最低保障額も同様

に５万円引き上げる。給与収入４７５万円相当から６６５万円相当までを対象としている現

行�万円の基礎控除の特例を�万円引き上げる。

①については、令和８年分以後

の所得税について適用する。③

については、令和８年、９年の

時限措置。①、③について、令

和８年分所得への適用は年末調

整からとする。

住宅ローン控除の見直し

中古住宅のうち省エネ性能の高い認定住宅・ＺＥＨ水準省エネ住宅に係る借入限度額

を引き上げるとともに、子育て世帯等への上乗せ措置の対象を省エネ基準適合以上の

中古住宅にも拡充する。省エネ基準適合以上の中古住宅の控除期間を�年間に拡充し、

省エネ性能の高い住宅の取得を後押しする。他方、令和�年度以降、新築等が認めら

れなくなる予定の省エネ基準適合住宅については、新築住宅・中古住宅ともに借入限

度額を見直した上で、新築住宅は令和�年以降は適用対象外とする。床面積要件につ

いては、�平方㍍に緩和されている特例の適用範囲を、中古住宅にも拡充する。子育

て世帯等で、本特例を利用しない場合には、借入限度額の上乗せ措置を利用できるこ

ととする。

令和�年入居分まで５年間延長

する。

ＮＩＳＡのつみたて投資

枠の拡充

つみたて投資枠の対象年齢を０歳まで拡充する。口座保有者である子が０～�歳の間

については、年間投資枠は�万円、非課税保有限度額は６００万円とする。また、子の

年齢が�歳以降、子の同意を得た場合のみ、親権者等による払出しを可能とする。子

の年齢が�歳に達した際、年間投資枠等について、�歳以上向けの制度に移行するも

のとする。

令和９年以後、非課税口座に未

成年者特定累積投資勘定を設け

る。

暗号資産の分離課税化等

居住者等が、暗号資産取引業（仮称）を行う者に対して特定暗号資産（金融商品取引

業者登録簿に登録されている暗号資産等に限る）の譲渡等をした場合には、その譲渡

等による譲渡所得等については、他の所得と分離して�％（所得税�％、個人住民税

５％）の税率により課税する。また、３年間の繰越控除制度を創設する。

金融商品取引法の改正法の施行

の日の属する年の翌年の１月１

日（適用開始日）以後に行う特

定暗号資産の譲渡等について適

用する。

総合課税の対象となる社

債利子の範囲の整備

同族会社の役員等が、その同族会社以外の法人（特定法人）が発行した社債の利子で、

実質的にその同族会社から支払を受けるものと認められる場合における当該利子を、

総合課税の対象とする。また、その同族会社の役員等が支払を受ける当該特定法人が

発行した社債の償還金についても、総合課税の対象とする。「実質的にその同族会社

から支払を受けるものと認められる場合」とは、特定法人が発行した社債に係る債務

についての同族会社による保証の契約その他の契約の内容その他の状況からみて、同

族会社の役員等が特定法人が発行した社債に係る債務の不履行により実質的に損失を

受けないと認められる場合をいう。

令和８年４月１日以後に支払を

受けるべき社債の利子及び償還

金について適用する。

極めて高い所得の負担の

見直し

特定の基準所得金額の課税の特例について、特例対象者を個人でその者のその年分の

基準所得金額が１億６５００万円（現行：３億３０００万円）を超えるものとするとともに、

税率を�％（現行：�．５％）に引き上げる。

令和９年分以後の所得税につい

て適用する。

青色申告特別控除の見直

し

①請求書データ等との自動連携や訂正削除履歴の記録など一定の条件を満たす電子帳

簿を作成及び保存している納税者を対象として控除額の上限を�万円（現行：�万円）

に引き上げる。②簡易簿記による控除（�万円）の適用は、事業所得もしくは不動産

所得に係る前々年の収入が１０００万円以下の納税者、または事業としての規模に満たな

い不動産所得者等に限定する。③複式簿記による控除（①を除く。�万円）の適用は、

電子申告を条件とする。

令和９年分以後の所得税につい

て適用する。

マイカー通勤に係る通勤

手当の所得税非課税限度

額の見直し

自動車等使用者の通勤手当について、通勤距離が片道�㌔以上の者の１月当たり非課

税限度額を引き上げる。自動車等使用者が、一定の駐車場等の利用に対する通勤手当

を受ける場合における通勤手当の非課税限度額について、当該駐車場等利用料相当額

（１月当たり５０００円を上限）を加算する。

令和８年４月１日以後に受ける

べき通勤手当について適用す

る。

従業員への食事の支給に

係る所得税非課税限度額

の見直し

使用者からの食事の支給により受ける経済的利益について所得税が非課税とされる当

該食事の支給に係る使用者の負担額の上限を月額７５００円（現行：月額３５００円）に引き

上げる。

―

深夜勤務に伴う夜食代に

係る所得税非課税限度額

の見直し

使用者が深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭について所得税が非課

税とされる１回の支給額を６５０円以下（現行：３００円以下）に引き上げる。

―

ふるさと納税制度の見直

し

特例控除額について、１９３万円（給与収入１億円相当）を上限として新たに設定する。

特例控除額の上限を超えた場合であっても、基本分の控除は適用される。

令和９年寄附分から適用する。

資

産

課

税

事業承継税制における承

継計画の提出期限延長

法人版事業承継税制（特例措置）については、特例承継計画の提出期限を令和９年９

月末まで１年６月延長する。また、個人版事業承継税制における個人事業承継計画の

提出期限を令和�年９月末まで２年６月延長する。

―

（４）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



改正項目 概要 適用時期等

資

産

課

税

相続税等の財産評価の適

正化

①被相続人等が課税時期前５年以内に対価を伴う取引により取得または新築をした

一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額

によって評価する。課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、

課税上の弊害がない限り、被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額

を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の１００分の�に相当する金額によって

評価することができることとする。

②不動産特定共同事業契約または信託受益権に係る金融商品取引契約のうち一定の

ものに基づく権利の目的となっている貸付用不動産については、その取得の時期に

かかわらず、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。

課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない

限り、出資者等の求めに応じて事業者等が示した適正な処分価格・買取価格等、事

業者等が把握している適正な売買実例価額または定期報告書等に記載された不動産

の価格等を参酌して求めた金額によって評価することができることとする。ただし、

これらに該当するものがないと認められる場合には、上記①に準じて評価（取得時

期や評価の安全性を考慮）する。

令和９年１月１日以後に相続等

により取得をする財産の評価に

適用する。①については、当該

改正を通達に定める日までに、

被相続人等がその所有する土地

（同日の５年前から所有してい

るものに限る）に新築をした家

屋（同日において建築中のもの

を含む）には適用しない。

法

人

課

税

特定生産性向上設備等投

資促進税制の創設

国内における高付加価値化型の設備投資を促進する観点から、大胆な設備投資に向

けた税制を創設する。すべての業種が対象で、対象資産は、既存の税制では対象と

ならないような大規模かつ高付加価値の投資を推進する観点から、産業競争力強化

法の確認手続きを経た設備投資計画に基づき取得した設備等とする。措置内容は、

即時償却または税額控除率７％（建物、建物附属設備、構築物は４％）となってい

る。また、事業環境の変化等に対応する計画認定を受けた者は、最大３年間の繰り

越しを可能とする。

令和�年３月�日までの間に設

備投資計画につき産業競争力強

化法の確認を受けた者が、その

確認を受けた日から５年を経過

する日までの間に取得等をし、

事業の用に供した設備等を対象

とする。

研究開発税制の見直し

①一般型において企業が試験研究費を増加させるインセンティブを強化するため控

除率等の見直し、②中小企業技術基盤強化税制において繰越控除制度（３年間）の

導入、③戦略技術領域型の創設（控除率�％）などを措置する。

①については、令和９年４月１

日以降、②については、令和８年

４月１日以降、③については、

産業技術力強化法改正法の施行

の日以降の認定計画にかかる試

験研究を対象とする。

賃上げ促進税制の見直し

大企業向けの措置を令和８年度に廃止し、中堅企業向けの措置は要件を見直し、令

和９年度に廃止、中小企業向けの措置は現行制度を維持する。なお、教育訓練費に

かかる上乗せ措置については、令和８年度に廃止する。

―

中小企業者等の少額減価

償却資産の取得価額の損

金算入の特例の見直し等

対象となる減価償却資産の取得価額を�万円未満（現行：�万円未満）に引き上げ

る。また、対象となる法人から常時使用する従業員の数が４００人を超える法人を除

外する。

適用期限を３年延長する。

企業グループ間の取引に

係る書類保存の特例の創

設

企業グループ内の法人との間で一定の取引を行った場合には、支払を行う法人の法

人税の課税所得の計算上保存が義務付けられている書類等にその取引に関する資産

または役務の提供の明細、その取引における支払金額の計算の明細及びその取引に

係る支払金額を算定するために必要な事項の記載等がないときは、これらの事項を

明らかにする書類等を取得・作成し、保存することを義務付ける措置を講ずる。一

定の取引とは、無形資産の譲受け・借受け、経営管理・指導、シェアードコスト取

引等の役務の提供その他これらに類する取引をいう。

令和８年４月１日施行。

消

費

課

税

少額免税制度の見直し

通信販売の方法により国内以外の地域から国内に宛てて発送される資産（一の資産

の対価の額が１万円（税抜き）以下であるものに限る）の譲渡（特定少額資産の譲

渡（仮称））について、資産の譲渡等に係る消費税の課税の対象とする。

令和�年４月１日以後に国内に

おいて事業者が行う資産の譲渡

等及び課税仕入れ並びに保税地

域から引き取られる課税貨物に

ついて適用する。

物品販売に係るプラット

フォーム課税の導入

プラットフォームを介する物品販売で生じている国外事業者の無申告への対処や少

額免税制度の見直しに伴う適正課税の確保の観点から、これらの取引を仲介するプ

ラットフォーム事業者に納税義務を転換する。

インボイス発行事業者と

なった小規模事業者に関

する経過措置（いわゆる

２割特例）の見直し

個人事業者であるインボイス発行事業者の令和９年及び令和�年に含まれる各課税

期間（免税事業者がインボイス発行事業者となったことまたは課税事業者選択届出

書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期

間に限る）は、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額

を、その課税標準額に対する消費税額に７割を乗じた額とすることにより、納付税額

をその課税標準額に対する消費税額の３割とすることができることとする。

令和９・�年分申告において利

用可能とする。

免税事業者からの課税仕

入れに係る税額控除に関

する経過措置の見直し

①控除可能割合について、令和８年�月から７割、令和�年�月から５割、令和�

年�月から３割とする。②１免税事業者ごとの仕入れに係る年間適用上限額につい

て１億円（現行：�億円）に引き下げる。

適用期限を令和�年９月末まで

２年延長する。②については、

令和８年�月１日以後に開始す

る課税期間から適用する。

防

衛

力

強

化

に

係

る

財

源

確

保

の

た

め

の

税

制

措

置

防衛特別所得税（仮称）

の創設

所得税額に対し、税率１％の新たな付加税として、防衛特別所得税（仮称）を課す。

課税期間は令和９年以後の当分

の間とする。

復興特別所得税の改正

①復興特別所得税の税率を１．１％（現行：２．１％）に引き下げる。

②復興特別所得税の課税期間を令和�年まで（現行：令和�年まで）の間とする。

①については、令和９年分以後

の所得税等について適用する。

※令和８年度与党税制改正大綱のほか、自民党税制調査会や各省庁などの資料をもとに作成。

（５） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

新

年

あ

け

ま

し

て

お

め

で

と

う

ご

ざ

い

ま

す

。

令

和

８

年

の

年

頭

に

当

た

り

、

謹

ん

で

新

春

の

ご

挨

拶

を

申

し

上

げ

ま

す

。

　

さ

て

、

わ

が

国

の

経

済

社

会

は

、

人

口

減

少

と

高

齢

化

、

物

価

高

騰

、

国

際

情

勢

の

不

安

定

化

、

さ

ら

に

は

急

速

な

デ

ジ

タ

ル

化

と

生

成

Ａ

Ｉ

の

進

展

な

ど

、

か

つ

て

な

い

変

化

の

中

に

あ

り

ま

す

。

税

理

士

を

取

り

巻

く

環

境

も

例

外

で

は

な

く

、

こ

れ

ら

社

会

環

境

や

技

術

、

価

値

観

の

変

化

に

ど

う

適

応

す

る

か

が

問

わ

れ

て

い

ま

す

。

し

か

し

、

税

理

士

法

第

１

条

に

掲

げ

ら

れ

た

「

独

立

し

た

公

正

な

立

場

に

お

い

て

、

納

税

義

務

の

適

正

な

実

現

を

図

る

」

と

い

う

使

命

は

、

い

か

な

る

時

代

に

も

変

わ

る

こ

と

の

な

い

原

点

で

す

。

本

会

は

、

こ

の

原

点

を

堅

持

し

な

が

ら

、

時

代

の

要

請

に

応

じ

て

制

度

や

業

務

の

在

り

方

を

不

断

に

見

直

し

、

社

会

に

信

頼

さ

れ

る

税

理

士

制

度

の

確

立

を

目

指

し

て

ま

い

り

ま

す

。

　

�

年

に

一

度

と

言

わ

れ

て

き

た

税

理

士

法

改

正

で

は

、

社

会

環

境

の

変

化

に

追

い

付

く

こ

と

は

で

き

ま

せ

ん

。

こ

れ

か

ら

も

国

民

・

納

税

者

の

信

頼

に

応

え

得

る

税

理

士

制

度

と

な

る

た

め

に

も

、

適

時

の

改

正

が

必

要

と

な

っ

て

い

き

ま

す

。

ま

た

、

制

度

を

支

え

る

若

手

税

理

士

の

創

出

も

急

務

の

課

題

で

す

。

少

子

高

齢

化

が

進

む

中

、

税

理

士

の

平

均

年

齢

は

上

昇

を

続

け

て

い

ま

す

。

受

験

資

格

要

件

の

緩

和

に

よ

り

若

年

層

の

受

験

者

は

増

加

傾

向

に

あ

り

ま

す

が

、

ま

だ

十

分

と

は

言

え

ま

せ

ん

。

本

会

で

は

、

学

校

現

場

や

社

会

に

対

し

、

税

理

士

と

い

う

職

業

の

魅

力

と

社

会

的

意

義

を

積

極

的

に

発

信

し

、

次

代

を

担

う

人

材

の

裾

野

を

広

げ

て

い

く

と

と

も

に

、

よ

り

受

験

し

や

す

い

税

理

士

試

験

制

度

の

仕

組

み

の

構

築

を

検

討

し

て

ま

い

り

ま

す

。

　

　

今

後

と

も

、

税

理

士

法

第

１

条

に

規

定

す

る

税

理

士

の

使

命

を

踏

ま

え

、

税

務

支

援

や

租

税

教

育

等

の

社

会

貢

献

、

研

修

の

充

実

や

綱

紀

保

持

と

い

っ

た

会

員

自

身

を

律

す

る

取

組

み

等

を

通

じ

て

、

国

民

・

納

税

者

の

信

頼

に

応

え

得

る

税

理

士

制

度

を

確

立

す

る

た

め

全

力

で

諸

課

題

に

取

り

組

ん

で

ま

い

り

ま

す

の

で

、

皆

様

の

更

な

る

ご

理

解

と

ご

支

援

を

お

願

い

申

し

上

げ

、

新

年

の

ご

挨

拶

と

い

た

し

ま

す

。

　

謹

ん

で

新

年

の

ご

挨

拶

を

申

し

上

げ

ま

す

。

　

「

税

の

し

る

べ

」

の

読

者

の

皆

様

方

に

は

、

間

税

会

活

動

に

対

し

深

い

ご

理

解

と

ご

厚

誼

を

賜

り

、

厚

く

御

礼

を

申

し

上

げ

ま

す

。

　

さ

て

、

我

が

国

経

済

は

、

緩

や

か

な

回

復

傾

向

に

あ

る

と

さ

れ

て

い

ま

す

が

、

物

価

高

等

に

よ

り

回

復

に

伴

う

生

活

実

感

の

改

善

は

妨

げ

ら

れ

て

い

ま

す

。

そ

う

し

た

中

、

自

由

民

主

党

、

日

本

維

新

の

会

に

よ

る

連

立

政

権

が

樹

立

さ

れ

、

高

市

内

閣

が

成

立

し

ま

し

た

。

新

た

な

体

制

の

も

と

で

両

党

の

協

調

に

よ

り

、

国

民

生

活

の

安

定

と

日

本

経

済

の

再

生

に

向

け

た

取

組

が

進

め

ら

れ

る

こ

と

を

期

待

し

て

お

り

ま

す

。

　

私

ど

も

間

税

会

に

関

わ

り

の

深

い

消

費

税

に

つ

き

ま

し

て

は

、

令

和

元

年

�

月

か

ら

税

率

が

�

パ

ー

セ

ン

ト

に

引

き

上

げ

ら

れ

、

我

が

国

の

税

体

系

の

中

で

最

も

大

き

な

税

収

を

も

た

ら

す

基

幹

税

と

な

り

、

人

口

の

少

子

・

高

齢

化

に

伴

う

社

会

保

障

財

源

確

保

の

必

要

性

や

財

政

健

全

化

の

観

点

な

ど

か

ら

、

非

常

に

重

要

な

存

在

と

な

っ

て

お

り

ま

す

。

ま

た

、

制

度

面

に

お

い

て

は

、

軽

減

税

率

制

度

や

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

も

導

入

さ

れ

る

な

ど

、

消

費

税

は

新

た

な

時

代

を

迎

え

て

お

り

ま

す

。

そ

の

た

め

、

消

費

税

を

中

心

と

し

て

活

動

を

し

て

い

る

私

ど

も

間

税

会

の

果

た

す

べ

き

役

割

も

、

益

々

、

高

ま

っ

て

き

て

い

る

も

の

と

考

え

て

お

り

ま

す

の

で

、

さ

ら

に

組

織

を

強

化

し

、

活

発

な

事

業

活

動

を

展

開

し

て

い

く

こ

と

が

重

要

だ

と

考

え

て

お

り

ま

す

。

　

間

税

会

と

し

ま

し

て

は

、

引

き

続

き

、

消

費

税

を

始

め

と

す

る

「

税

に

関

す

る

周

知

・

啓

発

活

動

」

や

「

税

制

等

に

関

す

る

提

言

活

動

」

、

関

係

者

か

ら

高

い

評

価

を

頂

い

て

お

り

ま

す

「

世

界

の

消

費

税

」

図

柄

刷

込

み

ク

リ

ア

フ

ァ

イ

ル

等

の

配

布

活

動

と

「

税

の

標

語

」

の

募

集

活

動

な

ど

を

積

極

的

に

展

開

す

る

こ

と

に

よ

り

、

間

税

会

の

仲

間

を

増

や

し

、

組

織

の

活

性

化

と

拡

大

に

努

め

て

ま

い

り

ま

す

。

　

ど

う

か

皆

様

方

に

は

、

間

税

会

活

動

に

対

し

ご

理

解

・

ご

支

援

を

お

願

い

申

し

上

げ

ま

す

と

と

も

に

、

皆

様

方

の

益

々

の

ご

健

勝

と

ご

繁

栄

を

祈

念

し

ま

し

て

、

新

年

の

ご

挨

拶

と

致

し

ま

す

。

　

「

税

の

し

る

べ

」

読

者

の

皆

様

に

謹

ん

で

新

年

の

ご

挨

拶

を

申

し

上

げ

ま

す

。

皆

様

に

は

、

日

頃

か

ら

当

会

の

活

動

に

ご

理

解

と

ご

支

援

を

賜

り

、

厚

く

御

礼

申

し

上

げ

ま

す

。

　

納

税

協

会

は

、

近

畿

２

府

４

県

の

法

人

・

個

人

事

業

者

の

皆

様

の

ご

支

援

の

も

と

、

税

に

関

す

る

健

全

な

納

税

者

の

団

体

と

し

て

、

税

務

相

談

、

税

法

説

明

会

を

は

じ

め

、

税

法

関

係

実

務

講

座

、

簿

記

教

室

、

パ

ソ

コ

ン

会

計

教

室

な

ど

の

各

種

講

座

や

、

租

税

教

室

の

開

催

、

確

定

申

告

期

の

適

正

申

告

と

期

限

内

納

税

の

広

報

、

電

子

帳

簿

等

保

存

制

度

の

周

知

・

広

報

、

デ

ジ

タ

ル

化

の

促

進

活

動

な

ど

、

納

税

道

義

の

高

揚

に

つ

な

が

る

公

益

性

の

高

い

事

業

を

展

開

す

る

と

と

も

に

、

会

員

事

業

所

の

健

全

な

発

展

と

会

員

相

互

の

交

流

に

資

す

る

各

種

事

業

も

積

極

的

に

展

開

し

て

お

り

ま

す

。

　

ま

た

、

納

税

協

会

連

合

会

は

、

�

納

税

協

会

の

活

動

を

支

援

す

る

と

と

も

に

、

地

域

に

密

着

し

て

活

動

す

る

納

税

協

会

と

役

割

を

分

担

し

、

大

き

な

視

野

で

、

多

彩

な

事

業

活

動

を

行

っ

て

お

り

ま

す

。

　

公

平

で

公

正

な

税

制

の

実

現

を

目

指

し

た

政

府

・

政

党

へ

の

税

制

改

正

要

望

書

の

提

出

や

「

税

に

関

す

る

論

文

」

の

募

集

の

ほ

か

、

納

税

協

会

連

合

会

青

年

部

会

連

絡

協

議

会

を

中

核

と

し

て

青

年

部

会

の

活

性

化

を

図

っ

て

お

り

、

昨

年

�

月

に

は

兵

庫

県

で

開

催

し

た

第

�

回

「

納

税

協

会

　

青

年

の

集

い

」

神

戸

大

会

で

は

、

青

年

部

会

員

が

租

税

教

育

活

動

の

取

組

事

例

を

発

表

し

、

活

発

な

交

流

を

行

い

ま

し

た

。

　

さ

ら

に

、

昨

年

度

に

引

き

続

き

「

キ

ッ

ザ

ニ

ア

甲

子

園

」

に

お

い

て

、

「

Ｔ

Ａ

Ｘ

　

Ｏ

Ｆ

Ｆ

Ｉ

Ｃ

Ｅ

（

税

務

署

）

」

パ

ビ

リ

オ

ン

の

開

設

し

、

子

供

達

に

税

金

の

大

切

さ

を

身

近

に

感

じ

て

も

ら

い

ま

し

た

。

　

�

納

税

協

会

並

び

に

納

税

協

会

連

合

会

は

、

税

に

関

す

る

公

益

法

人

と

し

て

、

納

税

協

会

指

針

に

定

め

る

基

本

理

念

を

受

け

継

ぎ

つ

つ

、

時

代

の

要

請

に

応

じ

た

変

革

に

も

努

め

、

更

に

公

益

性

の

高

い

事

業

の

拡

大

を

図

る

と

と

も

に

、

納

税

者

の

皆

様

の

お

役

に

立

つ

魅

力

あ

る

事

業

活

動

を

展

開

し

て

ま

い

り

ま

す

の

で

、

「

税

の

し

る

べ

」

読

者

の

皆

様

方

に

お

か

れ

ま

し

て

は

、

一

層

の

ご

理

解

と

ご

支

援

を

賜

り

ま

す

よ

う

お

願

い

申

し

上

げ

ま

す

。

　

謹

ん

で

新

年

の

お

慶

び

を

申

し

上

げ

ま

す

。

　

平

素

よ

り

当

協

会

の

活

動

に

ご

理

解

と

ご

支

援

を

賜

り

、

心

か

ら

御

礼

申

し

上

げ

ま

す

。

　

私

は

２

０

２

５

年

７

月

に

日

本

公

認

会

計

士

協

会

会

長

に

就

任

し

、

「

信

頼

を

創

り

、

次

世

代

が

輝

く

社

会

へ

」

と

い

う

ビ

ジ

ョ

ン

を

掲

げ

ま

し

た

。

こ

の

方

針

の

も

と

、

２

０

２

６

年

は

よ

り

実

効

性

の

あ

る

取

組

を

推

進

し

、

公

認

会

計

士

の

社

会

的

価

値

を

さ

ら

に

高

め

て

ま

い

り

ま

す

。

　

具

体

的

に

は

、

公

認

会

計

士

業

務

の

根

幹

で

あ

り

、

資

本

市

場

の

信

頼

性

確

保

に

不

可

欠

で

あ

る

監

査

の

信

頼

性

・

魅

力

を

向

上

す

る

た

め

、

制

度

改

革

や

業

務

効

率

化

を

含

め

た

環

境

づ

く

り

を

進

め

ま

す

。

例

え

ば

、

有

価

証

券

報

告

書

の

作

成

・

開

示

負

担

の

軽

減

、

監

査

・

保

証

品

質

の

向

上

、

株

主

・

投

資

家

に

よ

る

十

分

な

検

討

期

間

の

確

保

の

３

点

を

実

現

す

る

た

め

、

株

主

総

会

の

後

倒

し

と

開

示

書

類

の

一

本

化

の

実

現

に

向

け

て

各

方

面

か

ら

働

き

か

け

を

行

い

ま

す

。

　

ま

た

、

サ

ス

テ

ナ

ビ

リ

テ

ィ

情

報

の

開

示

と

保

証

の

制

度

化

へ

の

対

応

が

求

め

ら

れ

る

中

、

公

認

会

計

士

が

サ

ス

テ

ナ

ビ

リ

テ

ィ

保

証

の

中

核

的

役

割

を

担

え

る

よ

う

、

制

度

設

計

や

能

力

開

発

、

品

質

確

保

に

取

り

組

み

ま

す

。

　

加

え

て

、

様

々

な

分

野

で

の

活

動

を

通

じ

て

社

会

課

題

の

解

決

に

貢

献

す

る

公

認

会

計

士

を

、

今

後

も

力

強

く

支

援

し

て

ま

い

り

ま

す

。

税

務

分

野

で

は

地

域

会

と

連

携

し

、

租

税

相

談

員

や

国

税

局

担

当

官

を

講

師

と

す

る

研

修

会

を

開

催

す

る

な

ど

、

専

門

性

の

向

上

を

図

っ

て

い

ま

す

。

ま

た

、

国

民

経

済

に

関

わ

る

税

制

に

つ

い

て

は

公

平

で

持

続

可

能

な

制

度

の

実

現

に

向

け

て

検

討

を

続

け

て

い

ま

す

。

当

協

会

で

は

毎

年

「

税

制

改

正

意

見

書

」

を

策

定

し

、

健

全

な

経

済

活

動

と

公

正

な

社

会

の

発

展

を

支

え

る

た

め

提

言

を

行

っ

て

い

ま

す

。

今

後

も

専

門

的

知

見

を

活

か

し

時

代

に

即

し

た

税

制

の

あ

り

方

を

追

求

し

て

ま

い

り

ま

す

。

　

関

係

者

の

皆

様

に

は

、

引

き

続

き

の

ご

支

援

と

ご

指

導

を

賜

り

ま

す

よ

う

お

願

い

申

し

上

げ

る

と

と

も

に

、

「

税

の

し

る

べ

」

の

読

者

の

皆

様

の

ご

健

勝

と

ご

活

躍

を

心

よ

り

祈

念

し

、

年

頭

の

挨

拶

と

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

　

令

和

八

年

の

年

頭

に

あ

た

り

、

謹

ん

で

新

年

の

ご

挨

拶

を

申

し

上

げ

ま

す

。

　

税

の

し

る

べ

の

読

者

の

皆

様

方

に

お

か

れ

ま

し

て

は

、

平

素

よ

り

青

色

申

告

会

の

活

動

に

深

い

ご

理

解

と

ご

支

援

を

賜

り

厚

く

御

礼

申

し

上

げ

ま

す

。

　

昨

年

も

各

地

で

自

然

災

害

が

相

次

ぎ

、

地

域

の

暮

ら

し

と

事

業

に

大

き

な

影

響

が

あ

り

ま

し

た

。

被

災

さ

れ

ま

し

た

地

域

の

皆

様

に

、

心

か

ら

お

見

舞

い

を

申

し

上

げ

ま

す

と

共

に

、

一

日

も

早

い

復

興

を

お

祈

り

申

し

上

げ

ま

す

。

　

小

規

模

事

業

者

は

、

物

価

・

賃

金

の

高

騰

や

人

材

確

保

の

難

し

さ

か

ら

、

大

変

厳

し

い

経

営

環

境

が

続

い

て

お

り

ま

す

。

青

色

申

告

会

は

小

規

模

事

業

者

の

方

々

が

引

き

続

き

安

心

し

て

事

業

を

続

け

ら

れ

る

よ

う

、

環

境

整

備

に

努

め

て

ま

い

り

ま

す

。

　

年

末

の

与

党

税

制

改

正

大

綱

で

は

、

給

与

所

得

控

除

の

最

低

保

障

額

に

対

応

し

た

青

色

申

告

特

別

控

除

の

引

き

上

げ

、

消

費

税

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

負

担

軽

減

措

置

の

延

長

、

個

人

版

事

業

承

継

税

制

の

延

長

な

ど

を

実

現

す

る

こ

と

が

で

き

、

多

く

の

個

人

事

業

主

や

フ

リ

ー

ラ

ン

ス

の

方

々

に

貢

献

す

る

こ

と

が

で

き

ま

し

た

。

今

後

も

青

色

事

業

主

勤

労

所

得

控

除

制

度

の

早

期

創

設

な

ど

税

制

・

社

会

保

障

制

度

改

正

に

向

け

て

運

動

を

続

け

て

参

り

ま

す

の

で

、

ご

支

援

の

ほ

ど

よ

ろ

し

く

お

願

い

し

ま

す

。

　

さ

て

、

税

務

行

政

の

デ

ジ

タ

ル

ト

ラ

ン

ス

フ

ォ

ー

メ

ー

シ

ョ

ン

が

進

め

ら

れ

る

な

か

、

昨

年

よ

り

青

色

申

告

会

も

会

計

ソ

フ

ト

「

ブ

ル

ー

リ

タ

ー

ン

Ａ

」

に

お

い

て

ク

ラ

ウ

ド

上

に

会

計

デ

ー

タ

を

お

預

か

り

す

る

サ

ー

ビ

ス

を

導

入

し

、

会

員

事

業

所

の

デ

ジ

タ

ル

対

応

を

後

押

し

、

利

用

会

員

の

皆

様

の

利

便

性

の

向

上

と

指

導

・

相

談

環

境

の

整

備

を

進

め

て

い

ま

す

。

　

ま

た

、

組

織

運

営

の

喫

緊

の

課

題

で

あ

る

会

勢

拡

大

で

は

、

今

後

も

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

を

活

用

し

た

広

報

活

動

や

他

団

体

と

の

連

携

な

ど

を

通

じ

て

、

多

く

の

地

域

で

会

員

が

増

え

活

発

な

取

り

組

み

が

実

現

す

る

よ

う

努

め

て

ま

い

り

ま

す

。

　

結

び

に

あ

た

り

、

読

者

の

皆

様

の

ご

健

勝

と

ご

多

幸

、

事

業

の

ご

繁

栄

を

心

か

ら

祈

念

し

、

さ

ら

に

は

当

会

の

運

営

と

活

動

に

一

層

の

ご

理

解

と

ご

支

援

を

お

願

い

申

し

上

げ

、

新

年

の

ご

挨

拶

と

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

　

令

和

八

年

の

年

頭

に

あ

た

り

、

「

税

の

し

る

べ

」

の

読

者

の

皆

さ

ま

に

謹

ん

で

新

年

の

ご

挨

拶

を

申

し

上

げ

ま

す

。

皆

さ

ま

に

は

、

日

頃

か

ら

法

人

会

の

活

動

に

対

し

、

ご

理

解

と

ご

支

援

を

賜

り

、

厚

く

御

礼

申

し

上

げ

ま

す

。

　

昨

年

、

「

い

の

ち

輝

く

未

来

社

会

の

デ

ザ

イ

ン

」

を

テ

ー

マ

に

開

催

さ

れ

た

大

阪

・

関

西

万

博

は

、

予

想

を

大

き

く

上

回

る

来

場

者

で

賑

わ

い

、

数

多

の

最

先

端

技

術

や

新

た

な

ア

イ

デ

ア

を

世

界

に

発

信

し

ま

し

た

。

こ

れ

か

ら

は

、

Ａ

Ｉ

や

通

信

技

術

の

進

化

、

ロ

ボ

ッ

ト

市

場

の

成

長

な

ど

、

テ

ク

ノ

ロ

ジ

ー

の

結

び

つ

き

が

強

ま

る

こ

と

で

、

よ

り

創

造

的

な

活

動

や

人

間

同

士

の

温

か

い

交

流

に

時

間

を

費

や

せ

る

よ

う

に

な

る

た

め

、

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

能

力

や

リ

ー

ダ

ー

シ

ッ

プ

な

ど

の

重

要

性

が

高

ま

る

と

言

わ

れ

て

い

ま

す

。

　

経

済

に

つ

い

て

は

、

国

際

的

な

価

格

高

騰

に

円

安

も

加

わ

っ

て

押

し

上

げ

ら

れ

た

輸

入

物

価

が

生

活

や

産

業

に

大

き

な

影

響

を

与

え

、

金

融

市

場

は

「

金

利

の

あ

る

世

界

」

に

回

帰

し

、

さ

ら

に

は

ト

ラ

ン

プ

関

税

へ

の

懸

念

も

あ

っ

て

、

行

方

が

不

透

明

な

も

の

に

な

り

ま

し

た

。

そ

の

よ

う

な

中

、

新

た

な

連

立

政

権

が

発

足

し

ま

し

た

が

、

新

政

権

に

は

財

政

健

全

化

と

経

済

成

長

戦

略

の

両

立

を

図

り

な

が

ら

、

物

価

高

対

策

を

は

じ

め

山

積

す

る

諸

課

題

を

解

決

に

導

く

こ

と

を

期

待

し

ま

す

。

　

地

域

経

済

と

雇

用

の

担

い

手

で

あ

る

中

小

企

業

の

経

営

環

境

は

、

原

材

料

価

格

や

人

件

費

の

上

昇

、

人

手

不

足

な

ど

で

厳

し

さ

を

増

し

て

い

ま

す

。

法

人

会

は

引

き

続

き

、

中

小

企

業

の

活

性

化

に

資

す

る

税

制

提

言

を

行

う

と

と

も

に

、

健

康

経

営

へ

の

取

り

組

み

支

援

、

税

に

関

す

る

研

修

会

、

次

世

代

向

け

の

租

税

教

育

な

ど

を

実

施

し

て

い

き

ま

す

。

一

社

で

も

多

く

の

仲

間

が

集

い

、

存

在

感

の

あ

る

法

人

会

で

あ

り

続

け

る

た

め

、

会

員

増

強

に

一

層

力

を

入

れ

て

い

く

こ

と

と

し

て

お

り

ま

す

の

で

、

読

者

の

皆

さ

ま

の

お

力

添

え

を

お

願

い

い

た

し

ま

す

。

　

本

年

の

干

支

は

「

情

熱

」

や

「

行

動

力

」

を

象

徴

す

る

丙

午

で

す

。

皆

さ

ま

に

と

っ

て

勢

い

と

エ

ネ

ル

ギ

ー

に

満

ち

た

年

と

な

り

ま

す

よ

う

、

益

々

の

ご

発

展

と

ご

健

勝

を

祈

念

し

、

新

年

の

挨

拶

と

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

　

令

和

８

年

の

年

頭

に

あ

た

り

、

謹

ん

で

新

年

の

ご

挨

拶

を

申

し

上

げ

ま

す

。

「

税

の

し

る

べ

」

の

読

者

の

皆

様

に

は

平

素

よ

り

、

納

税

貯

蓄

組

合

の

活

動

に

深

い

ご

理

解

と

ご

支

援

を

賜

り

、

厚

く

御

礼

申

し

上

げ

ま

す

。

　

納

税

貯

蓄

組

合

の

中

心

的

活

動

は

、

①

税

の

期

限

内

完

納

運

動

と

、

②

中

学

生

の

「

税

に

つ

い

て

の

作

文

」

募

集

で

あ

り

ま

す

。

　

国

税

庁

が

昨

年

８

月

に

公

表

し

た

令

和

６

年

度

の

租

税

滞

納

状

況

で

は

、

新

規

発

生

滞

納

額

は

前

年

度

比

�

・

１

％

増

の

９

９

２

５

億

円

で

、

そ

の

う

ち

消

費

税

が

５

２

９

８

億

円

を

占

め

て

い

ま

す

。

納

税

貯

蓄

組

合

は

平

成

元

年

の

消

費

税

の

導

入

以

来

、

滞

納

の

未

然

防

止

活

動

に

取

り

組

ん

で

ま

い

り

ま

し

た

。

本

年

も

消

費

税

を

は

じ

め

「

税

の

期

限

内

完

納

運

動

」

を

積

極

的

に

展

開

し

て

ま

い

り

ま

す

。

　

特

に

４

月

�

日

は

「

納

貯

の

日

」

と

定

め

、

毎

年

、

全

国

の

納

税

貯

蓄

組

合

で

期

限

内

納

付

の

Ｐ

Ｒ

活

動

や

研

修

会

等

を

実

施

し

て

お

り

ま

す

。

ま

た

、

近

年

で

は

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

普

及

推

進

に

力

を

入

れ

、

宣

言

式

の

開

催

な

ど

を

各

方

面

に

呼

び

掛

け

て

お

り

ま

す

。

　

中

学

生

の

「

税

に

つ

い

て

の

作

文

」

募

集

は

、

昨

年

は

６

３

３

９

校

（

全

国

中

学

校

の

約

�

％

）

か

ら

�

万

６

５

９

４

編

（

全

国

生

徒

数

の

約

�

％

）

の

応

募

を

い

た

だ

き

ま

し

た

。

こ

の

活

動

は

、

次

代

を

担

う

中

学

生

に

税

の

知

識

を

深

め

て

も

ら

い

、

将

来

の

納

税

者

を

育

て

る

事

業

と

し

て

社

会

的

に

も

高

い

評

価

を

い

た

だ

い

て

い

ま

す

。

　

納

税

貯

蓄

組

合

の

愛

称

は

「

ハ

ロ

ー

タ

ッ

ク

ス

」

で

す

が

、

こ

れ

は

「

税

と

の

出

会

い

を

創

る

」

と

い

う

コ

ン

セ

プ

ト

に

よ

る

も

の

で

す

。

中

学

生

の

税

の

作

文

事

業

は

、

ま

さ

し

く

「

ハ

ロ

ー

タ

ッ

ク

ス

」

の

趣

旨

に

沿

っ

た

活

動

で

あ

り

、

こ

の

事

業

が

租

税

教

育

の

一

環

と

し

て

更

に

充

実

す

る

よ

う

努

め

て

ま

い

り

ま

す

。

　

本

年

も

納

税

貯

蓄

組

合

の

組

織

強

化

と

活

性

化

を

図

り

、

「

国

家

、

社

会

の

た

め

に

活

動

す

る

社

会

貢

献

団

体

」

と

し

て

の

役

割

を

果

た

し

て

ま

い

る

所

存

で

す

。

　

皆

様

の

一

層

の

ご

支

援

を

お

願

い

申

し

上

げ

ま

す

と

と

も

に

、

皆

様

方

の

益

々

の

ご

健

勝

と

ご

繁

栄

を

祈

念

し

て

新

年

の

ご

挨

拶

と

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

税　の　し　る　べ
（７） （６）令和８年（２０２６年） 月 日 　



中間申告の納付期限と税額

前課税期間の

消費税の年税額

中間申告

の回数　

申告・納付期限 各回の中間納付税額

�万円以下 中間申告不要（任意の中間申告は可能）

�万円超　　

４００万円以下

年１回
各中間対象期間の末

日の翌日から２カ月

以内

前課税期間の消費税の年

税額の½＋地方消費税

４００万円超　

��万円以下

年３回

前課税期間の消費税の年

税額の¼＋地方消費税

��万円超 年�回

原則として各中間対

象期間の末日の翌日

から２カ月以内（注）

前課税期間の消費税の年

税額の�＋地方消費税

　この『税のこよみ』は、主な国税と地方税のうち、申告、申請、

納付等の期日、期限の定まっているものを月別、税目別に分けて示

したものです。その他の税については、個別の確認をお願いします。

期日や期限については、各税法、各地方団体の条例や納税通知書など

でも必ず確認をしてください。

国 税

　★所得税　８月分源泉所得税

の納付（�日まで）

　★法人税　①７月決算法人の確定申告

と納税（�日まで）、②１月決算法人の

中間申告と納税（�日まで）

国 税

　★所得税　３月分源泉所得税

の納付（�日まで）

　★法人税　①２月決算法人の確定申告

と納税（�日まで）、②８月決算法人の

中間申告と納税（�日まで）

地方税

　☆個人住民税　給与支払報告

書に係る給与所得者異動届出書

の提出（�日まで）

　☆法人住民税　公共法人等の住民税均

等割の申告と納税（�日まで）

　☆固定資産税・都市計画税　①第１期

分の納税（条例で定める日まで）、②土

地（家屋）価格等縦覧帳簿の縦覧（１日

から�日または第１期分の納期限のいず

れか遅い日以後の日まで）、③価格決定

に対する審査の申出（市町村長が固定資

産の価格等を固定資産課税台帳に登録し

た旨を公示した日から、納税通知書を受

けた日後３カ月を経過する日まで）

　☆軽自動車税　納税（条例で定める日

まで）

国 税

　★所得税　①６月分源泉所得

税の納付（�日まで）、②納期

の特例の承認を受けている場合の１月分

から６月分の源泉所得税の納付（�日ま

で）、③予定納税額第１期分の納税（�

日まで）、④予定納税額の減額承認申請

（６月�日現在の状況で申告納税見積額

を計算して�日まで）

　★法人税　①５月決算法人の確定申告

と納税（�日まで）、②�月決算法人の

中間申告と納税（�日まで）

地方税

　☆固定資産税・都市計画税　

第２期分の納税（条例で定める

日まで）

国 税

　★所得税　①令和７年�月分

源泉所得税の納付（�日まで）、

②常時�人未満の従業員に対して給与を

支払う源泉徴収義務者で、税務署長から

「納期の特例」の承認を受けている場合

の令和７年７月分から�月分の源泉所得

税の納付（�日まで）、③給与所得・退

職所得の源泉徴収票、生命保険契約等の

一時金・年金の支払調書、不動産等の譲

受けの対価の支払調書などの提出（２月

２日まで）、④源泉徴収票の交付（２月

２日まで）、⑤給与所得者の扶養控除等

申告書の提出（給与支払日の前日まで）

　★法人税　①�月決算法人の確定申告

と納税（２月２日まで）、②５月決算法

人の中間申告と納税（２月２日まで）

　★消費税及び地方消費税　個人事業者

の確定申告と納税（２月２日まで）

地方税

　☆個人住民税　①第４期分の

納税（条例で定める日まで）、

②給与支払報告書の提出（２月２日まで）

　☆固定資産税　償却資産の申告（２月

２日まで）

国 税

　★所得税　①１月分源泉所得

税の納付（�日まで）、②確定

申告と納税（�日から３月�日まで）

　★贈与税　申告と納税（２日から３月

�日まで）

　★法人税　①�月決算法人の確定申告

と納税（３月２日まで）、②会計期間の

定めのない人格のない社団等の確定申告

と納税（３月２日まで）、③６月決算法

人の中間申告と納税（３月２日まで）

地方税

　☆固定資産税・都市計画税　

第４期分の納税（条例で定める

日まで）

国 税

　★所得税　①２月分源泉所得

税の納付（�日まで）、②確定

申告と納税（�日まで）＜�日が期限の

各種申請等＞確定損失申告、総収入金額

報告書の提出、納付税額の延納・延払条

件付譲渡に係る延納の申請、棚卸資産の

評価方法及び減価償却資産の償却方法の

変更の承認申請、青色申告の承認申請（１

月�日以後新規開業の場合の承認申請

は、業務開始の日から２カ月以内）

　★贈与税　申告と納税（�日まで）

　★法人税　①１月決算法人の確定申告

と納税（�日まで）、②７月決算法人の

中間申告と納税（�日まで）

　★消費税及び地方消費税　個人事業者

の確定申告と納税（�日まで）

地方税

　☆事業税（個人）　令和７年

分の事業所得等の金額、事業専

従者控除額などの申告（�日まで）。た

だし、所得税の確定申告書を提出した人

は必要ありません。

　☆個人住民税　①令和７年分の総所得

金額、退職所得金額、山林所得金額、専

従者給与額などに関する事項の申告（�

日まで）＜ただし、所得税の確定申告書

を提出した人は必要ありません＞、②寄

附金税額控除申告書等の提出（�日まで）

　☆事業所税（個人）　令和７年分の事

業に係る申告と納税（�日まで）

　☆固定資産税　固定資産の価格等の決

定（�日まで）

国 税

　★所得税　４月分源泉所得税

の納付（�日まで）、②確定申

告による延納分の納税（６月１日まで）

　★法人税　①３月決算法人の確定申告

と納税（６月１日まで）、②９月決算法

人の中間申告と納税（６月１日まで）

地方税

　☆個人住民税　給与所得者に

ついて、市町村長から雇用主を

通じ納税者に通知（６月１日まで）

　☆自動車税　納税（条例で定める日まで）

１　確定申告・納付期限

　①個人事業者…課税期間の翌年３月�

日（令和７年分は、令和８年３月�日ま

で）、②法人…課税期間の末日の翌日か

ら２カ月以内

２　中間申告・納付期限

　中間申告の納付期限などは、前課税期

間の消費税の年税額に応じて、右表のよ

うになります。

（注）年�回の中間申告の申告・納付期

限は、その中間申告対象期間の末日の翌

日から２カ月以内とされています。ただ

し、個人事業者の場合には、その課税期

間開始後の２月分（１月分および２月分）

は、その課税期間開始の日から３月を経

過した日から２カ月以内（６月１日）、

法人の場合には、その課税期間開始後の

１月分は、その課税期間開始の日から２

月を経過した日から２カ月以内（例えば、

３月決算法人の場合の４月分は、７月�

日）とされています。

国 税

　★所得税　①５月分源泉所得

税の納付（�日まで）、②予定

納税額等の通知（税務署から�日までに

納税者へ）

　★法人税　①４月決算法人の確定申告

と納税（�日まで）、②�月決算法人の

中間申告と納税（�日まで）

　★その他　国外財産調書・財産債務調

書の提出（�日まで）

地方税

　☆個人住民税　①第１期分の

納税（条例で定める日まで）、

②令和７年度分の特別徴収の開始

国 税

　★所得税　７月分源泉所得税

の納付（�日まで）

　★法人税　①６月決算法人の確定申告

と納税（�日まで）、②�月決算法人の

中間申告と納税（�日まで）

地方税

　☆個人事業税　年２回のうち

の第１期分の納税（条例で定め

る日まで）

　☆個人住民税　第２期分の納税（条例

で定める日まで）

国 税

　★所得税　①９月分源泉所得

税の納付（�日まで）、②特別

農業所得者に対する予定納税額等の通知

（税務署から�日までに納税者へ）

　★法人税　①８月決算法人の確定申告

と納税（�月２日まで）、②２月決算法

人の中間申告と納税（�月２日まで）

地方税

　☆個人住民税　第３期分の納

税（条例で定める日まで）

国 税

　★所得税　①�月分源泉所得

税の納付（�日まで）、②予定

納税額第２期分の納税（�日まで）、③

特別農業所得者の予定納税額の納税（�

日まで）、④予定納税額の減額承認申請

（�月�日現在の状況で申告納税見積額

を計算して�日まで）

　★法人税　①９月決算法人の確定申告

と納税（�日まで）、②３月決算法人の

中間申告と納税（�日まで）

　★税を考える週間（�日から�日まで）

地方税

　☆個人事業税　第２期分の納

税（条例で定める日まで）

国 税

　★所得税　①�月分源泉所得

税の納付（�日まで）、②給与

所得者の年末調整、事業所得計算上の年

末棚卸し等の決算の準備

　★法人税　①�月決算法人の確定申告

と納税（１月４日まで）、②４月決算法

人の中間申告と納税（１月４日まで）

地方税

　☆固定資産税・都市計画税　

第３期分の納税（条例で定める

日まで）

（８）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　所得税法第�条第１項は、家事上の経費（以下「家事費」と

いいます。）を必要経費に算入しない旨規定しています。家事

費とは、いわゆる生活費に相当するものです。それには、食費

をはじめとする「衣・食・住」に要する費用から遊行費や娯楽

費など個人の消費全般に関わる費用が含まれます。

　個人事業者は、純経済人である法人とは異なり、生産活動（所

得稼得行為）の主体であると同時に消費活動の主体でもありま

す。このため、所得税法は、事業所得等の金額の計算について、

収入金額から必要経費を控除することを規定する一方、所得の

処分という性質を有する支出については、家事費として必要経

費に算入しないことを規定したものと考えます。つまり、家事

費は、必要経費以外の費用であると解されるのです（東京地判

平６．６．２４）。

　ところで、家事費の中には、所得の享受という性質を有するも

のもあります。例えば、営利を目的とする継続的行為から生じ

たものではない競馬の馬券の払戻金の支払を受けたケースで

す。この場合は、一時所得の金額の計算上、その当たり馬券の購

入代金（同時に購入したハズレ馬券は含まれません。）を控除す

るものとして取り扱われます（所法�、所基通�－１⑵）。ただ

し、当購入代金は、飽くまでも家事費であって、必要経費ではあ

りません。一時所得の金額の計算上は、家事費を控除する余地

があるということです（所法�④）。なお仮に、馬券の払戻金

が、一定の営利を目的とする継続的行為から生じたものと認め

られるならば、ハズレ馬券を含む全ての馬券の購入代金が雑所

得の必要経費として取り扱われることになります（所法�、平

成�年７月国税庁「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」）。

　そもそも、家事費は、所得税法第�条に規定せずとも、必要

経費ではないことは明かです。それは、生活について生じた費

用の家事費と、業務について生じた費用の必要経費とでは、全

く別のカテゴリーに区分できるからです。言い換えれば、ある

費用が家事費に当たるといえれば、その費用は必要経費に算入

できないということになります。しかし、家事費には、明確な

定義がない上、それは広範囲な概念と捉えられます。ですから、

必要経費と家事費の間に存在するいわゆる“灰色の費用”をい

ずれかに判定する際、家事費という側面から認定するのは容易

ではないといえるでしょう。

　

経

済

取

引

の

複

雑

化

、

租

税

法

規

の

複

雑

化

、

顧

客

の

要

望

の

多

様

化

等

に

よ

り

、

税

理

士

の

業

務

は

、

困

難

性

を

増

し

て

き

て

い

る

。

そ

の

た

め

、

一

人

の

税

理

士

で

は

対

応

で

き

な

い

と

い

う

こ

と

で

、

税

理

士

法

人

制

度

が

設

け

ら

れ

、

年

々

、

税

理

士

法

人

も

増

加

し

て

い

る

。

こ

の

税

理

士

法

人

の

運

営

に

お

い

て

、

最

も

ネ

ッ

ク

と

な

っ

て

い

る

の

が

、

社

員

の

無

限

責

任

で

あ

る

。

　

筆

者

自

身

、

五

十

名

程

の

職

員

が

い

る

税

理

士

法

人

の

代

表

社

員

を

務

め

て

き

た

が

、

職

員

に

対

し

て

は

積

極

的

に

職

務

を

遂

行

す

る

よ

う

に

指

示

し

て

き

た

も

の

の

、

内

心

は

自

身

の

無

限

責

任

の

厳

し

さ

を

考

え

ざ

る

を

え

な

か

っ

た

。

ま

た

、

優

秀

な

所

属

税

理

士

を

社

員

に

登

用

し

よ

う

と

し

て

も

、

無

限

責

任

を

理

由

に

断

ら

れ

る

こ

と

が

ま

ま

あ

っ

た

。

こ

れ

は

、

税

理

士

法

人

制

度

に

と

っ

て

由

々

し

き

こ

と

で

あ

る

が

、

税

理

士

制

度

全

体

に

お

い

て

も

看

過

で

き

な

い

は

ず

で

あ

る

。

　

そ

こ

で

、

改

め

て

税

理

士

法

人

社

員

の

無

限

責

任

を

確

認

す

る

と

、

税

理

士

法

�

条

の

�

第

１

項

が

、

「

一

般

社

団

法

人

及

び

一

般

財

団

法

人

に

関

す

る

法

律

お

よ

び

会

社

法

の

準

用

等

」

と

題

し

、

税

理

士

法

人

の

社

員

に

つ

い

て

、

会

社

法

５

８

０

条

１

項

の

規

定

を

準

用

し

て

い

る

。

会

社

法

５

８

０

条

１

項

は

、

持

分

会

社

の

社

員

の

責

任

を

次

の

よ

う

に

定

め

て

い

る

。

　

社

員

は

、

次

に

掲

げ

る

場

合

は

、

連

帯

し

て

、

持

分

会

社

の

債

務

を

弁

済

す

る

責

任

を

負

う

。

　

一

　

当

該

持

分

会

社

の

財

産

を

も

っ

て

そ

の

債

務

を

完

済

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

場

合

　

二

　

当

該

持

分

会

社

の

財

産

に

対

す

る

強

制

執

行

が

そ

の

効

を

奏

し

な

か

っ

た

場

合

（

社

員

が

、

当

該

持

分

会

社

に

弁

済

を

す

る

資

力

が

あ

り

、

か

つ

、

強

制

執

行

が

容

易

で

あ

る

こ

と

を

証

明

し

た

場

合

を

除

く

。

）

　

こ

の

規

定

は

、

持

分

会

社

の

無

限

責

任

社

員

に

対

す

る

無

限

責

任

を

定

め

て

い

る

の

で

あ

る

が

、

合

資

会

社

及

び

合

同

会

社

に

は

有

限

責

任

社

員

制

度

が

あ

る

の

で

、

こ

の

規

定

が

全

面

的

に

適

用

さ

れ

る

の

は

合

名

会

社

の

社

員

の

み

で

あ

る

（

会

社

法

５

７

６

①

～

④

、

５

８

０

②

参

照

）

。

す

な

わ

ち

、

税

理

士

法

人

の

社

員

の

無

限

責

任

は

、

合

名

会

社

の

社

員

と

同

じ

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

こ

の

点

に

つ

い

て

も

、

税

理

士

法

人

に

つ

い

て

は

、

数

十

名

、

数

百

名

の

税

理

士

を

抱

え

て

職

務

を

遂

行

す

る

こ

と

も

あ

る

の

で

、

個

人

事

業

と

同

様

な

合

名

会

社

の

社

員

と

同

等

に

扱

う

こ

と

自

体

、

非

現

実

的

で

あ

る

。

　

他

方

、

同

じ

職

業

専

門

家

が

設

立

し

て

い

る

弁

護

士

法

人

又

は

監

査

法

人

の

場

合

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

得

意

の

事

件

に

つ

い

て

業

務

を

担

当

す

る

社

員

を

指

定

す

る

制

度

（

指

定

社

員

制

度

）

が

設

け

ら

れ

て

お

り

（

弁

護

士

法

�

の

�

、

公

認

会

計

士

法

�

の

�

の

４

）

、

そ

れ

ぞ

れ

の

得

意

事

件

に

関

し

て

そ

の

指

定

社

員

が

連

帯

し

て

そ

の

債

務

の

弁

済

の

責

任

を

負

う

こ

と

と

さ

れ

（

弁

護

士

法

�

の

�

、

公

認

会

計

士

法

�

の

�

の

６

）

、

社

員

全

体

の

無

限

責

任

が

緩

和

さ

れ

て

い

る

。

　

と

こ

ろ

で

、

税

理

士

法

人

に

お

い

て

は

、

税

務

上

の

損

害

額

が

課

税

処

分

等

に

よ

っ

て

、

明

白

に

な

る

だ

け

に

士

業

の

中

で

も

最

も

リ

ス

ク

が

高

い

の

で

あ

る

が

、

そ

れ

に

も

か

か

わ

ら

ず

他

の

士

業

の

法

人

役

員

と

の

責

任

バ

ラ

ン

ス

が

取

れ

て

い

な

い

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

の

点

に

つ

い

て

、

個

人

の

税

理

士

も

無

限

責

任

を

負

っ

て

い

る

か

ら

そ

れ

と

の

バ

ラ

ン

ス

上

、

無

限

責

任

が

厳

し

い

の

は

当

然

で

あ

る

、

税

理

士

法

人

の

出

資

金

が

少

な

く

そ

れ

で

は

責

任

が

負

え

な

い

等

の

意

見

が

あ

る

。

　

し

か

し

、

個

人

の

場

合

は

、

そ

の

税

理

士

の

判

断

で

リ

ス

ク

の

高

い

困

難

事

案

を

回

避

す

る

こ

と

が

で

き

る

の

で

あ

ろ

う

し

、

納

税

者

の

方

も

そ

れ

を

見

越

し

て

依

頼

し

て

こ

な

い

で

あ

ろ

う

か

ら

、

両

者

間

に

は

相

当

の

リ

ス

ク

の

差

が

あ

る

。

ま

た

、

出

資

の

金

額

の

多

寡

に

つ

い

て

は

、

必

要

で

あ

れ

ば

出

資

金

を

増

加

す

れ

ば

良

い

の

で

あ

る

が

、

株

式

会

社

等

の

有

限

責

任

制

度

が

採

用

さ

れ

て

い

る

法

人

と

の

バ

ラ

ン

ス

を

考

慮

す

れ

ば

良

い

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

し

か

し

、

こ

の

点

に

つ

い

て

は

、

株

式

会

社

で

さ

え

最

低

資

本

金

制

度

が

廃

止

さ

れ

て

い

る

の

で

、

資

本

金

の

多

寡

を

理

由

に

責

任

を

過

重

に

す

る

必

要

は

な

い

は

ず

で

あ

る

。

　

も

っ

と

も

ら

し

い

説

は

、

税

理

士

会

の

役

員

の

ほ

と

ん

ど

が

個

人

事

務

所

又

は

小

規

模

税

理

士

法

人

の

税

理

士

で

あ

る

た

め

、

大

規

模

な

税

理

士

法

人

の

出

現

を

抑

制

し

た

い

か

ら

で

あ

る

、

と

い

う

こ

と

が

言

わ

れ

る

。

こ

の

よ

う

な

説

は

信

じ

た

く

は

な

い

が

、

真

の

税

理

士

界

の

発

展

の

た

め

に

、

税

理

士

会

の

役

員

の

方

に

も

再

考

し

て

い

た

だ

き

た

い

と

こ

ろ

で

あ

る

。

（９） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

確

定

申

告

で

は

、

医

療

費

控

除

や

住

宅

関

連

の

控

除

を

適

用

す

る

方

が

多

く

、

実

務

上

の

質

問

も

多

数

寄

せ

ら

れ

て

い

る

。

特

に

令

和

４

年

度

税

制

改

正

で

は

、

令

和

４

年

か

ら

令

和

７

年

に

入

居

す

る

方

の

住

宅

借

入

金

等

特

別

控

除

が

大

幅

に

見

直

さ

れ

た

。

　

本

書

は

「

医

療

費

控

除

」

「

住

宅

借

入

金

等

特

別

控

除

（

特

定

増

改

築

等

を

含

む

）

」

「

住

宅

耐

震

改

修

・

特

定

改

修

・

認

定

住

宅

等

新

築

等

特

別

税

額

控

除

」

の

３

部

構

成

で

、

制

度

の

適

用

が

一

目

で

分

か

る

よ

う

整

理

。

各

部

を

解

説

編

・

質

疑

応

答

編

・

資

料

編

に

分

け

、

概

要

か

ら

具

体

的

な

質

疑

ま

で

網

羅

し

、

初

め

て

の

方

で

も

理

解

し

や

す

い

確

定

申

告

の

必

携

書

。

　

質

疑

応

答

編

で

は

、

「

高

価

な

材

料

を

使

用

し

た

歯

の

治

療

費

」

「

特

定

保

健

指

導

に

基

づ

く

運

動

施

設

の

利

用

料

」

「

令

和

４

年

・

５

年

の

入

居

者

の

住

宅

借

入

金

等

特

別

控

除

の

概

要

」

「

住

宅

借

入

金

等

特

別

控

除

の

適

用

を

受

け

ず

に

転

居

し

た

場

合

」

「

再

び

居

住

の

用

に

供

し

た

場

合

の

意

義

（

親

族

の

居

住

）

」

「

２

回

以

上

の

再

居

住

」

な

ど

を

掲

載

。

　

令

和

７

年

�

月

１

日

現

在

の

法

令

に

基

づ

き

解

説

。

　

Ａ

５

判

、

１

０

３

６

ペ

ー

ジ

。

定

価

３

８

５

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

遺

産

分

割

協

議

書

に

相

続

財

産

と

し

て

記

載

さ

れ

た

現

金

に

つ

い

て

、

前

回

相

続

に

係

る

納

税

や

残

余

財

産

の

清

算

と

い

っ

た

客

観

的

状

況

か

ら

相

続

財

産

に

該

当

し

な

い

と

し

た

事

例

。

　

審

査

請

求

人

が

、

亡

母

の

相

続

に

係

る

相

続

税

の

申

告

を

行

っ

た

後

、

原

処

分

庁

が

、

当

該

相

続

に

係

る

遺

産

分

割

協

議

に

お

い

て

請

求

人

が

取

得

し

た

と

す

る

金

員

が

申

告

さ

れ

て

い

な

い

と

し

て

更

正

処

分

等

を

行

っ

た

こ

と

に

対

し

、

請

求

人

が

、

当

該

金

員

は

当

該

相

続

に

係

る

相

続

財

産

に

該

当

し

な

い

と

し

て

、

原

処

分

の

全

部

の

取

消

し

を

求

め

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

、

請

求

人

が

当

該

金

員

を

当

該

相

続

に

よ

り

取

得

し

た

も

の

と

は

認

め

ら

れ

な

い

か

ら

、

当

該

金

員

は

、

当

該

相

続

に

係

る

相

続

財

産

に

該

当

し

な

い

と

し

て

、

処

分

の

全

部

を

取

り

消

し

た

（

令

和

７

年

６

月

�

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

基

礎

事

実

等

　

請

求

人

の

母

で

あ

る

Ａ

（

本

件

被

相

続

人

）

は

、

令

和

３

年

６

月

に

死

亡

し

、

そ

の

相

続

（

本

件

相

続

）

が

開

始

し

た

。

本

件

相

続

に

係

る

共

同

相

続

人

は

、

本

件

被

相

続

人

の

長

男

で

あ

る

Ｂ

、

同

二

男

で

あ

る

Ｃ

、

同

長

女

で

あ

る

請

求

人

の

３

名

で

あ

る

（

本

件

共

同

相

続

人

）

。

　

本

件

被

相

続

人

の

夫

で

あ

り

、

本

件

共

同

相

続

人

の

父

で

あ

る

Ｄ

（

亡

Ｄ

）

は

、

平

成

�

年

５

月

に

死

亡

し

、

そ

の

相

続

（

亡

Ｄ

相

続

）

が

開

始

し

、

本

件

被

相

続

人

及

び

本

件

共

同

相

続

人

の

４

名

は

、

亡

Ｄ

相

続

に

係

る

相

続

財

産

を

取

得

し

た

。

　

請

求

人

は

、

亡

Ｄ

相

続

に

係

る

相

続

税

に

つ

い

て

、

本

件

被

相

続

人

及

び

本

件

共

同

相

続

人

の

４

名

共

同

で

申

告

書

を

提

出

す

る

こ

と

に

よ

り

、

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

当

該

相

続

税

の

申

告

を

し

た

。

　

亡

Ｄ

は

、

生

前

、

Ｅ

農

業

協

同

組

合

の

２

支

店

に

お

い

て

、

本

件

被

相

続

人

名

義

で

預

入

れ

を

し

て

い

た

と

こ

ろ

、

�

年

１

月

か

ら

�

年

２

月

ま

で

の

間

、

本

件

被

相

続

人

名

義

の

各

口

座

か

ら

合

計

○

○

○

○

円

が

現

金

で

出

金

さ

れ

た

。

　

Ｆ

税

務

署

長

所

属

の

調

査

担

当

職

員

は

、

�

年

４

月

�

日

、

亡

Ｄ

相

続

に

係

る

相

続

税

の

調

査

を

実

施

し

て

、

亡

Ｄ

の

相

続

財

産

で

あ

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

亡

Ｄ

相

続

に

係

る

当

初

申

告

に

お

い

て

申

告

さ

れ

て

い

な

か

っ

た

貯

金

・

現

金

等

合

計

○

○

○

○

円

（

追

加

分

の

相

続

財

産

）

の

存

在

を

確

認

し

た

。

　

本

件

被

相

続

人

及

び

本

件

共

同

相

続

人

は

、

令

和

元

年

５

月

�

日

付

で

、

追

加

分

の

相

続

財

産

に

係

る

遺

産

分

割

協

議

書

を

４

名

連

名

で

作

成

し

た

。

　

ま

た

、

請

求

人

は

、

元

年

５

月

�

日

、

亡

Ｄ

相

続

に

係

る

相

続

税

に

つ

い

て

、

本

件

被

相

続

人

及

び

本

件

共

同

相

続

人

の

４

名

共

同

で

、

追

加

分

の

相

続

財

産

を

加

算

し

た

修

正

申

告

書

を

提

出

す

る

こ

と

に

よ

り

、

当

該

相

続

税

の

修

正

申

告

を

し

た

。

　

本

件

被

相

続

人

は

、

３

年

６

月

に

死

亡

し

、

本

件

共

同

相

続

人

は

、

同

年

�

月

２

日

、

本

件

相

続

に

係

る

遺

産

分

割

協

議

を

行

っ

た

（

本

件

遺

産

分

割

協

議

）

。

　

本

件

遺

産

分

割

協

議

の

場

に

は

、

Ｇ

税

理

士

、

そ

の

補

助

者

で

あ

る

Ｈ

な

ど

が

同

席

し

て

お

り

、

本

件

共

同

相

続

人

は

、

Ｇ

税

理

士

が

準

備

し

た

３

年

�

月

２

日

付

の

本

件

相

続

に

係

る

遺

産

分

割

協

議

書

（

本

件

遺

産

分

割

協

議

書

）

に

そ

れ

ぞ

れ

署

名

押

印

し

た

。

本

件

遺

産

分

割

協

議

書

に

は

、

要

旨

、

次

の

記

載

が

あ

る

。

　

①

本

件

被

相

続

人

の

遺

産

に

つ

い

て

は

、

同

人

の

相

続

人

の

全

員

に

お

い

て

分

割

協

議

を

行

っ

た

結

果

、

各

相

続

人

が

そ

れ

ぞ

れ

本

件

遺

産

分

割

協

議

書

の

記

載

の

と

お

り

遺

産

を

分

割

し

、

取

得

す

る

こ

と

に

決

定

し

た

。

　

②

請

求

人

が

取

得

す

る

財

産

「

現

金

　

Ｉ

管

理

口

　

○

○

○

○

円

」

（

本

件

遺

産

分

割

協

議

書

に

記

載

さ

れ

て

い

た

請

求

人

が

本

件

相

続

に

よ

り

取

得

し

た

と

す

る

現

金

○

○

○

○

円

を

本

件

金

員

）

　

請

求

人

は

、

本

件

相

続

に

係

る

相

続

税

（

本

件

相

続

税

）

に

つ

い

て

、

申

告

書

を

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

原

処

分

庁

へ

提

出

し

て

、

申

告

し

た

。

　

原

処

分

庁

所

属

の

調

査

担

当

職

員

は

、

５

年

８

月

以

降

、

本

件

相

続

税

に

係

る

調

査

を

実

施

し

、

請

求

人

は

、

当

該

調

査

を

受

け

て

、

同

年

�

月

�

日

、

修

正

申

告

書

を

原

処

分

庁

へ

提

出

し

て

、

修

正

申

告

し

た

。

　

原

処

分

庁

は

、

６

年

１

月

�

日

付

で

、

請

求

人

に

対

し

過

少

申

告

加

算

税

の

賦

課

決

定

処

分

を

し

た

。

ま

た

、

本

件

相

続

税

の

計

算

に

お

い

て

本

件

金

員

が

請

求

人

の

課

税

価

格

及

び

本

件

共

同

相

続

人

に

係

る

課

税

価

格

の

合

計

額

に

加

算

さ

れ

て

い

な

か

っ

た

こ

と

を

理

由

と

し

て

、

６

年

３

月

�

日

付

で

、

請

求

人

に

対

し

、

更

正

処

分

及

び

過

少

申

告

加

算

税

の

賦

課

決

定

処

分

（

本

件

更

正

処

分

等

）

を

し

た

。

　

請

求

人

は

、

６

年

６

月

�

日

、

本

件

更

正

処

分

等

を

不

服

と

し

て

、

審

査

請

求

し

た

。

　

争

点

は

、

本

件

金

員

は

、

本

件

相

続

に

係

る

相

続

財

産

に

該

当

す

る

か

否

か

。

原

処

分

庁

の

主

張

　

本

件

遺

産

分

割

協

議

書

に

相

続

財

産

と

し

て

記

載

さ

れ

た

本

件

金

員

は

、

請

求

人

が

管

理

・

所

有

し

、

本

件

遺

産

分

割

協

議

書

の

記

載

の

と

お

り

請

求

人

が

本

件

相

続

に

よ

り

取

得

し

た

も

の

と

認

め

ら

れ

る

か

ら

、

本

件

相

続

に

係

る

相

続

財

産

に

該

当

す

る

。

審

判

所

の

判

断

　

本

件

金

員

の

原

資

は

本

件

被

相

続

人

名

義

の

口

座

の

各

貯

金

で

あ

る

と

こ

ろ

、

当

該

各

貯

金

は

、

以

前

に

行

わ

れ

た

請

求

人

の

父

の

相

続

（

亡

Ｄ

相

続

）

に

係

る

相

続

税

の

調

査

に

お

い

て

、

亡

Ｄ

相

続

に

係

る

相

続

財

産

と

し

て

当

該

相

続

税

に

係

る

修

正

申

告

の

対

象

と

さ

れ

た

も

の

で

、

当

該

各

貯

金

が

現

金

出

金

さ

れ

た

後

、

本

件

被

相

続

人

及

び

本

件

相

続

に

係

る

共

同

相

続

人

は

、

当

該

修

正

申

告

に

伴

う

納

税

や

残

余

財

産

の

清

算

を

協

議

し

、

そ

の

協

議

に

沿

っ

て

納

税

や

残

余

財

産

の

清

算

が

行

わ

れ

た

こ

と

が

認

め

ら

れ

る

。

こ

の

よ

う

な

客

観

的

状

況

を

踏

ま

え

る

と

、

請

求

人

が

本

件

金

員

を

本

件

相

続

に

よ

り

取

得

し

た

も

の

と

は

認

め

ら

れ

な

い

か

ら

、

本

件

金

員

は

、

本

件

相

続

に

係

る

相

続

財

産

に

該

当

し

な

い

。

（１０）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　
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＜締め切り＞ 1月11 日（日）

　今回から〝源泉所得税の不思議〟に

ついて連載していきます。

　連載しようとするきっかけに３つの

不思議な点があります。

　１つ目は、令和７年６月�日付「税

のしるべ」記事です。その中で、現物

給与課税の非課税限度額が昭和�年以

降�年にわたり見直しされていないと

いう不思議でした。

　２つ目は、源泉所得税の誤納還付請

求をしたところ、請求に理由がないの

で「請求書の取下書」の提出要請が税

務署からあったことに伴って、「再調

査の請求」や「審査請求」の対象にな

らないという不思議です（これは、源

泉徴収制度の法的構造に基因している

ことは理解しています）。

　３つ目は、最近の複雑な税法改正（特

に令和７年の年末調整）で、源泉徴収

義務者の事務負担が年々激増している

現状での目立った配慮措置がないとい

う不思議です。

　以上の３点については後述するとし

まして、まず、実体験の不思議から説

明します（読者の中には、不思議と思

わない方もいらっしゃるかと思います

が、筆者の不思議と思う点の記述であ

ることにご容赦願います）。

　源泉徴収義務者（給与等の支払事務

所）が移転して所轄税務署を異とした

場合、源泉未納分は新しい所轄税務署

に引き継ぐが、前述の「源泉所得税誤納

還付請求」は引き継がないことの不思

議です。

　例で説明しますと、源泉徴収義務者

が所在地をＡ税務署管内からＢ税務署

管内に移転した場合、Ａ署での源泉所

得税の未納分は、従前Ａ署に納付して

いたものが、平成�年度税制改正でＢ

署に納付すればよいこととなりました

（国税庁タックスアンサー№２５３２「給

与等にかかる源泉所得税及び復興特別

所得税の納税地」参照）。ところが、

前述の請求書については、例えば、Ａ

署に提出しており源泉徴収義務者がＢ

署管内に移転した時に、未だ結論が出

ていないと、源泉徴収義務者にＡ署に

「誤納還付請求書の取下げ書」を提出

し、Ｂ署に改めて、「誤納還付請求書」

を提出することとなります。　

　すなわち、源泉所得税の未納は引き

継ぐが、申請書等に係る事務処理は引

き継がないということです。

　平成�年度税制改正の趣旨として、

平成�年度の「改正税法のすべて」の

中で、「給与等の支払事務所等を移転

した場合において、（略）源泉徴収義

務者の利便性や税務署の事務効率等の

観点から、給与等の支払事務所等を移

転した場合のその移転前の支払に対す

る源泉所得税の納税地についても、移

転後の給与等の支払事業所等の所在地

とすることとされた（所法�）（Ｐ�）」

とあります。

　源泉徴収義務者の利便性もうたって

いますので、請求書等事務処理も新し

い所轄税務署に引継ぎがあれば、二度

にわたっての請求手続が省略され、取

下げ書の提出もなくなるのですが、源

泉徴収義務者にとっては不思議です。

　このことは、同様に「源所得税の納

期の特例の承認に関する申請書」にも

言えます。納期の特例の申請書は、申

請書を提出した日の属する月の翌月末

日までに税務署から承認又は却下の通

知がない場合には、その申請月の翌月

末日において承認があったものとされ

ます。

　申請書を提出した月中に、源泉徴収

義務者がＡ署管内からＢ署管内に移転

した場合でも自動承認されるとなると

事務処理の整合性が不一致かと、不思

議です。

　

法

人

税

関

係

で

大

き

く

掲

げ

ら

れ

て

い

る

の

は

、

「

特

定

生

産

性

向

上

設

備

等

投

資

促

進

税

制

」

の

創

設

。

危

機

管

理

投

資

・

成

長

投

資

に

よ

る

「

強

い

経

済

」

を

実

現

す

る

た

め

、

国

内

に

お

け

る

高

付

加

価

値

化

型

の

設

備

投

資

を

促

進

さ

せ

る

。

　

具

体

的

に

は

、

産

業

競

争

力

強

化

法

の

改

正

を

前

提

に

、

青

色

申

告

書

を

提

出

す

る

法

人

が

、

生

産

等

設

備

を

構

成

す

る

機

械

装

置

、

工

具

お

よ

び

器

具

備

品

、

ソ

フ

ト

ウ

エ

ア

等

（

一

定

規

模

以

上

の

も

の

）

で

、

特

定

生

産

性

向

上

設

備

等

（

仮

称

）

（

そ

の

法

人

が

同

法

の

改

正

法

の

施

行

の

日

か

ら

�

年

３

月

�

日

ま

で

の

間

に

経

産

相

の

確

認

を

受

け

た

も

の

）

に

該

当

す

る

も

の

（

特

定

機

械

装

置

等

）

を

そ

の

確

認

の

日

か

ら

５

年

以

内

に

取

得

等

を

し

、

こ

れ

を

国

内

に

あ

る

そ

の

法

人

の

事

業

の

用

（

貸

付

け

の

用

を

除

く

）

に

供

し

た

場

合

に

は

、

そ

の

事

業

の

用

に

供

し

た

日

を

含

む

事

業

年

度

に

お

い

て

そ

の

特

定

機

械

装

置

等

に

つ

い

て

普

通

償

却

限

度

額

と

の

合

計

で

そ

の

取

得

価

額

ま

で

の

特

別

償

却

（

即

時

償

却

）

と

そ

の

取

得

価

額

の

７

％

（

建

物

、

建

物

附

属

設

備

お

よ

び

構

築

物

に

つ

い

て

は

４

％

）

の

税

額

控

除

と

の

選

択

適

用

が

で

き

る

こ

と

と

す

る

。

た

だ

し

、

税

額

控

除

に

お

け

る

控

除

税

額

は

当

期

の

法

人

税

額

の

�

％

を

上

限

と

し

、

控

除

限

度

超

過

額

は

３

年

間

の

繰

越

し

が

で

き

る

こ

と

と

す

る

。

　

一

定

規

模

以

上

と

は

、

機

械

装

置

で

あ

れ

ば

１

台

ま

た

は

１

基

の

取

得

価

額

が

１

６

０

万

円

以

上

の

も

の

、

ソ

フ

ト

ウ

エ

ア

で

あ

れ

ば

一

の

取

得

価

額

が

�

万

円

以

上

の

も

の

と

な

る

。

　

特

定

生

産

性

向

上

設

備

等

と

さ

れ

る

た

め

に

は

、

生

産

性

向

上

設

備

等

の

導

入

に

係

る

投

資

計

画

に

記

載

さ

れ

た

生

産

等

設

備

を

構

成

す

る

生

産

性

向

上

設

備

等

の

取

得

価

額

の

合

計

額

が

�

億

円

以

上

（

中

小

企

業

者

等

に

つ

い

て

は

５

億

円

以

上

）

で

あ

る

こ

と

、

生

産

性

向

上

設

備

等

の

導

入

に

係

る

投

資

計

画

に

お

け

る

年

平

均

の

投

資

利

益

率

が

�

％

以

上

と

な

る

こ

と

が

見

込

ま

れ

る

も

の

で

あ

る

こ

と

、

な

ど

が

求

め

ら

れ

る

。

　

な

お

、

こ

の

措

置

の

適

用

を

受

け

る

場

合

、

投

資

計

画

期

間

中

は

地

域

未

来

投

資

促

進

税

制

、

カ

ー

ボ

ン

ニ

ュ

ー

ト

ラ

ル

に

向

け

た

投

資

促

進

税

制

等

の

設

備

投

資

税

制

は

適

用

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

　

大

綱

の

冒

頭

で

は

、

「

新

た

な

付

加

価

値

の

創

出

と

生

産

性

向

上

に

よ

る

果

実

が

賃

上

げ

に

つ

な

が

る

好

循

環

を

よ

り

強

固

な

も

の

と

し

、

こ

う

し

た

好

循

環

を

海

外

市

場

と

結

び

つ

け

る

こ

と

で

、

グ

ロ

ー

バ

ル

市

場

で

稼

ぐ

力

を

強

化

し

て

い

く

こ

と

が

極

め

て

重

要

」

だ

と

言

及

し

て

い

る

。

（１１） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

大

阪

・

富

田

林

税

務

署

（

大

西

謙

次

署

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

中

学

生

の

「

税

に

つ

い

て

の

作

文

」

で

近

畿

納

税

貯

蓄

組

合

総

連

合

会

会

長

賞

を

受

賞

し

た

富

田

林

市

立

葛

城

中

学

校

３

年

岩

坪

侑

志

さ

ん

と

納

税

貯

蓄

組

合

大

阪

府

総

連

合

会

会

長

賞

を

受

賞

し

た

同

中

学

校

３

年

小

森

恭

子

さ

ん

の

２

人

に

一

日

税

務

署

長

を

委

嘱

し

、

南

河

内

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

（

置

田

修

会

長

）

、

公

益

社

団

法

人

富

田

林

納

税

協

会

（

同

会

長

）

と

の

共

催

で

イ

ベ

ン

ト

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

委

嘱

状

交

付

式

は

イ

オ

ン

藤

井

寺

シ

ョ

ッ

ピ

ン

グ

セ

ン

タ

ー

で

行

わ

れ

、

多

く

の

買

物

客

ら

で

に

ぎ

わ

う

中

、

大

西

署

長

か

ら

委

嘱

状

を

受

け

取

っ

た

２

人

は

受

賞

作

を

朗

読

し

た

。

　

岩

坪

さ

ん

は

、

受

賞

作

「

み

ん

な

の

生

活

を

支

え

る

思

い

や

り

の

形

」

の

中

で

、

「

税

金

が

つ

な

ぐ

安

心

と

安

全

の

社

会

を

僕

た

ち

の

手

で

守

っ

て

い

き

た

い

」

、

小

森

さ

ん

は

、

受

賞

作

「

税

金

で

新

し

い

世

界

へ

」

の

中

で

、

「

税

金

が

私

た

ち

の

生

活

に

ど

う

使

わ

れ

て

い

る

の

か

を

知

る

こ

と

が

大

切

」

と

語

っ

た

。

　

ま

た

、

一

日

税

務

署

長

に

よ

る

税

金

講

座

と

し

て

同

署

職

員

と

軽

妙

な

や

り

と

り

で

、

ス

マ

ホ

に

よ

る

確

定

申

告

や

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

な

ど

の

利

便

性

に

つ

い

て

解

説

し

た

。

　

北

海

道

税

務

関

係

団

体

連

絡

協

議

会

（

戸

澤

亨

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

札

幌

市

の

ホ

テ

ル

モ

ン

ト

レ

エ

ー

デ

ル

ホ

フ

札

幌

で

「

税

を

考

え

る

週

間

」

協

賛

行

事

と

し

て

札

幌

国

税

局

長

講

演

と

中

学

生

の

税

に

つ

い

て

の

作

文

朗

読

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

は

じ

め

に

、

戸

澤

会

長

が

「

納

税

環

境

が

大

き

く

変

化

を

遂

げ

て

い

る

中

、

本

日

の

講

演

会

、

朗

読

会

が

、

皆

様

に

と

り

ま

し

て

、

あ

ら

た

め

て

税

に

対

す

る

理

解

を

深

め

る

有

意

義

な

機

会

と

な

り

ま

す

こ

と

を

祈

念

い

た

し

ま

す

」

と

あ

い

さ

つ

し

た

。

　

札

幌

局

の

山

下

和

博

局

長

は

、

「

税

務

行

政

の

現

状

と

将

来

像

」

と

題

し

て

、

「

税

の

役

割

」

と

い

っ

た

税

に

関

す

る

基

本

的

な

情

報

か

ら

、

「

国

税

庁

の

使

命

」

、

さ

ら

に

は

、

国

税

当

局

の

取

組

み

で

あ

る

「

適

正

・

公

平

な

税

務

行

政

の

推

進

」

、

「

納

税

者

サ

ー

ビ

ス

の

充

実

」

に

つ

い

て

講

演

を

行

っ

た

。

　

作

文

朗

読

会

で

は

、

中

学

生

の

税

に

つ

い

て

の

作

文

に

応

募

の

あ

っ

た

３

５

０

３

編

（

１

７

６

校

）

の

中

か

ら

、

国

税

庁

長

官

賞

な

ど

を

受

賞

し

た

６

名

に

よ

る

朗

読

が

行

わ

れ

た

。

　

サ

ッ

カ

ー

Ｊ

２

・

ロ

ア

ッ

ソ

熊

本

の

豊

田

歩

選

手

＝

写

真

右

＝

と

半

代

将

都

選

手

＝

同

左

＝

は

こ

の

ほ

ど

、

熊

本

市

東

区

の

え

が

お

健

康

ス

タ

ジ

ア

ム

で

行

わ

れ

た

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

Ｐ

Ｒ

イ

ベ

ン

ト

に

参

加

し

た

。

　

こ

の

イ

ベ

ン

ト

は

、

熊

本

国

税

局

が

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

便

性

を

広

く

Ｐ

Ｒ

し

よ

う

と

企

画

し

た

も

の

。

　

両

選

手

は

同

局

職

員

の

ア

ド

バ

イ

ス

を

受

け

な

が

ら

、

源

泉

所

得

税

を

納

付

す

る

会

社

の

代

表

者

と

い

う

設

定

の

も

と

、

ス

マ

ホ

や

パ

ソ

コ

ン

を

使

っ

て

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

の

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

体

験

コ

ー

ナ

ー

」

で

納

税

を

体

験

し

た

。

　

体

験

後

、

両

選

手

は

「

思

っ

て

い

た

よ

り

簡

単

に

で

き

た

」

「

い

つ

で

も

ど

こ

で

も

納

付

が

で

き

て

便

利

で

す

ね

」

と

感

想

を

述

べ

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

手

軽

さ

を

ア

ピ

ー

ル

し

た

。

　

広

島

・

公

益

社

団

法

人

庄

原

法

人

会

（

山

根

英

徳

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

庄

原

市

の

庄

原

ふ

れ

あ

い

セ

ン

タ

ー

で

、

市

制

施

行

�

周

年

記

念

事

業

と

し

て

講

演

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

講

師

に

は

、

青

山

学

院

大

学

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

人

間

科

学

部

学

部

長

で

、

同

大

学

陸

上

競

技

部

短

距

離

ブ

ロ

ッ

ク

総

監

督

の

安

井

年

文

氏

を

招

い

た

。

　

安

井

氏

は

同

市

出

身

。

広

島

県

立

庄

原

格

致

高

校

時

代

に

は

、

陸

上

４

０

０

㍍

ハ

ー

ド

ル

で

イ

ン

タ

ー

ハ

イ

準

優

勝

を

果

た

す

な

ど

活

躍

し

た

。

　

当

日

は

「

庄

原

市

を

出

身

地

と

し

て

考

え

て

み

た

い

こ

と

」

と

題

し

、

田

舎

へ

の

コ

ン

プ

レ

ッ

ク

ス

が

自

身

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

に

変

わ

っ

た

経

験

や

故

郷

の

環

境

が

探

究

心

を

育

ん

だ

こ

と

な

ど

を

紹

介

。

信

念

を

持

つ

こ

と

、

面

倒

な

こ

と

に

も

挑

む

こ

と

、

そ

し

て

自

ら

の

出

自

に

誇

り

を

持

つ

こ

と

の

大

切

さ

を

語

っ

た

。

　

公

益

社

団

法

人

渋

谷

法

人

会

（

長

島

祐

司

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

渋

谷

区

内

で

税

を

考

え

る

週

間

の

協

賛

講

演

会

と

し

て

、

第

�

回

経

営

税

務

学

校

を

開

催

し

た

。

　

講

演

会

は

２

部

構

成

で

行

わ

れ

、

第

１

部

は

渋

谷

税

務

署

の

時

村

英

樹

署

長

が

「

財

政

の

現

状

」

と

「

国

際

徴

収

へ

の

取

組

」

に

つ

い

て

講

演

＝

写

真

。

海

外

に

財

産

を

移

転

さ

せ

納

税

を

免

れ

よ

う

と

す

る

悪

質

な

滞

納

事

案

に

対

し

、

徴

収

に

取

り

組

む

徴

収

官

の

仕

事

を

ド

ラ

マ

仕

立

て

で

紹

介

す

る

Ｗ

ｅ

ｂ

―

Ｔ

Ａ

Ｘ

―

Ｔ

Ｖ

の

動

画

を

見

な

が

ら

、

国

際

徴

収

に

つ

い

て

説

明

し

た

。

　

ま

た

、

第

２

部

は

元

東

京

国

税

局

の

職

員

で

、

吉

本

興

業

所

属

の

芸

人

の

さ

ん

き

ゅ

う

倉

田

氏

が

「

聞

く

と

得

す

る

『

お

と

な

の

税

金

教

室

』

」

と

題

し

て

講

演

し

た

。

　

東

京

・

足

立

税

務

署

（

木

村

政

文

署

長

）

は

�

月

�

日

、

足

立

区

保

護

司

会

に

対

し

て

男

性

用

衣

類

、

靴

、

ベ

ル

ト

等

を

寄

贈

し

た

＝

写

真

。

　

保

護

司

と

は

、

犯

罪

や

非

行

を

し

た

人

の

立

ち

直

り

を

地

域

で

支

え

る

民

間

の

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

で

あ

り

、

法

務

大

臣

か

ら

委

嘱

さ

れ

た

非

常

勤

の

国

家

公

務

員

。

身

寄

り

の

な

い

保

護

観

察

中

の

人

を

更

生

保

護

施

設

に

受

け

入

れ

、

宿

泊

場

所

や

食

事

を

提

供

す

る

だ

け

で

な

く

、

自

立

更

生

に

必

要

な

生

活

指

導

を

実

施

し

て

い

る

が

、

慢

性

的

に

普

段

か

ら

着

用

す

る

衣

類

が

不

足

し

て

い

る

。

　

一

般

財

団

法

人

足

立

青

色

申

告

会

に

保

護

司

を

し

て

い

る

役

員

が

い

る

こ

と

か

ら

、

更

生

保

護

施

設

に

対

し

て

衣

類

等

を

提

供

し

て

ほ

し

い

と

の

依

頼

を

受

け

、

今

回

の

寄

贈

に

至

っ

た

。

　

同

署

は

全

職

員

に

呼

び

掛

け

、

常

日

頃

か

ら

関

係

民

間

団

体

に

は

税

務

行

政

に

多

大

な

協

力

を

得

て

い

る

こ

と

、

更

生

保

護

と

い

う

地

域

活

動

の

一

助

に

な

る

こ

と

か

ら

、

す

で

に

着

な

く

な

っ

た

衣

類

や

タ

ン

ス

の

奥

に

し

ま

い

込

ん

だ

衣

類

で

使

用

し

な

い

も

の

の

提

供

を

求

め

た

と

こ

ろ

、

賛

同

し

た

多

く

の

職

員

か

ら

１

２

０

着

あ

ま

り

の

衣

類

等

が

集

ま

っ

た

。

　

こ

の

寄

贈

は

令

和

６

年

度

か

ら

行

っ

て

お

り

、

今

回

で

２

回

目

と

な

る

。

寄

贈

を

受

け

た

保

護

司

は

、

「

こ

ん

な

に

多

く

の

衣

類

を

い

た

だ

く

こ

と

が

で

き

て

大

変

嬉

し

い

、

助

か

り

ま

す

。

施

設

で

有

効

に

活

用

し

て

い

き

ま

す

」

と

感

謝

を

述

べ

た

。

（１２）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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